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鎌
倉
期
朝
廷
の
過
差
禁
制
に
つ
い
て

佐
々
木

文

昭

は
じ
め
に

朝
廷
は
、
平
安
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
公
家
新
制⑴
（
以
下
新
制
と
略
称
）
を
発
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
令
は
、
天

人
相
関
説
に
基
づ
き
、
天
災
の
発
生
や
辛
酉
革
命
な
ど
に
際
し
、
そ
の
攘
災
を
は
か
る
た
め
の
徳
政
策
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
新
制
は
、
主
に
神
事
・
仏
事
・
雑
事
と
い
う
三
分
野
に
つ
い
て
、
時
勢
を
意
識
し
た
新
た
な
政
策
を
展
開
し
て
い
く
た
め

の
基
本
方
針
を
示
す
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
雑
事
と
さ
れ
た
条
文
に
は
状
況
を
反
映
し
た
様
々
な
条
項
が
盛
り
込

ま
れ
た
が
、
そ
の
主
要
項
目
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
身
分
を
越
え
た
奢
侈
の
規
制
を
意
図
し
た
過
差
関
係
の
条
文
で
あ
っ
た
。
他
方

で
新
制
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
登
場
し
、
し
ば
し
ば
単
独
に
即
ち
単
行
法
令
的
に
も
発
布
さ
れ
た
も
の
に
過
差
禁
制
が
あ
る
。

筆
者
は
、
平
安
中
期
以
降
仁
平
元
（
一
一
五
一
）
年
ま
で
の
過
差
禁
制
の
析
出
を
は
か
っ
た
こ
と
が
あ
る⑵
。
ま
た
下
郡
剛
氏
は
、

保
元
元
（
一
一
五
六
）
年
か
ら
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
ま
で
を
対
象
と
し
て
同
種
法
令
を
中
心
に
分
析
を
加
え
た⑶
。
こ
こ
に
平
安

時
代
中
後
期
に
お
け
る
過
差
禁
制
の
概
要
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る⑷
。
そ
の
後
筆
者
は
、
鎌
倉
時
代
に
つ
い
て
発
布
状
況
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の
一
覧
表
を
作
成
し
、
概
要
を
示
め
そ
う
と
し
た⑸
。
し
か
し
な
が
ら
典
拠
と
す
る
史
料
名
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
判
断
の
根
拠
に

も
触
れ
て
お
ら
ず
、
遺
憾
な
が
ら
曖
昧
な
点
を
残
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
現
在
と
な
っ
て
は
、
史
料
集
や
記
録
類
の
刊
行
な
ど
の

進
展
も
あ
っ
て
、
表
自
体
の
修
訂
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
法
令
発
布
の
史
料
的
根
拠
を
挙
げ
つ
つ
、
当
該
期
に

お
け
る
過
差
禁
制
の
お
お
よ
そ
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
本
稿
の
方
針
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
過
差
と
さ
れ
た
も
の
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、『
勘
仲
記
』
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
年
十

二
月
二
十
四
日
条
に
記
さ
れ
る
衣
裳
・
資
財
雑
具
・
従
類
・
乗
物
・
舎
屋
と
い
う
五
分
類⑹
を
借
用
し
、
こ
れ
ら
に
合
致
し
た
内
容
の

禁
令
を
過
差
禁
制
と
把
握
す
る
。
そ
し
て
そ
の
禁
制
の
発
布
時
期
を
確
認
で
き
た
場
合
に
限
り
立
項
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
従
っ
て

禁
令
の
適
用
事
例
の
み
は
取
り
上
げ
な
い
。
当
時
新
制
と
同
様
に
使
わ
れ
て
い
た
語
に
制
符
が
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
新
制
の
語
を

使
用
す
る
。
拙
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
両
語
の
差
違
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
な
る
が
、
触
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
過
差
禁
制
は
倹
約
令
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て
お
り
、
そ
の
制
定
の
場
は
「
倹
約
議
定⑺
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
例
え
ば
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
の
法
令
（
第
一
節
〈
34
〉
項
参
照
）
は
過
差
関
係
の
条
文
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

史
料
と
し
て
は
「
倹
約
条
⑻々
」
と
の
標
題
で
あ
る
。
朝
廷
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
過
差
禁
制
＝
倹
約
令
で
も
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は

基
本
的
に
過
差
禁
制
の
語
を
使
用
す
る
。

な
お
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
特
殊
な
字
体
を
除
き
、
常
用
漢
字
・
通
行
字
体
を
用
い
た
。
ま
た
史
料
集
・
記
録
類
の
刊
本

か
ら
の
引
用
や
出
典
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
し
た
。

＊『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』・『
大
日
本
古
記
録
』・『
史
料
纂
集
』・『
増
補
（
正
・
続
）
史
料
大
成
』
に
よ
っ
た
も
の
は
、
刊
本
に
関
す
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る
注
を
略
し
た
。
ま
た
『
増
補
（
正
・
続
）
史
料
大
成
』
と
、『
大
日
本
古
記
録
』
又
は
『
史
料
纂
集
』
と
が
重
複
し
た
場
合
は
後

者
に
依
っ
た
。

・『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

『
百
錬
抄
』・『
続
史
愚
抄
』・『
吾
妻
鏡
』

・『
大
日
本
古
記
録
』

『
民
経
記
』（
本
稿
で
は
『
民
』
と
略
称
。
以
下
括
弧
内
同
様
）・『
実
躬
卿
記
』（『
実
』）

・『
史
料
纂
集
』

『
葉
黄
記
』（『
葉
』）・『
勘
仲
記
』（『
勘
』）・『
公
衡
公
記
』（『
公
』）・『
花
園
天
皇
宸
記
』・『
園
太
暦
』（『
園
』）・『
福
智
院
家
文
書
』

・『
増
補
（
正
・
続
）
史
料
大
成
』

『
歴
代
宸
記
』・『
吉
記
・
吉
続
記
』・『
平
戸
記
』・『
妙
槐
記
』・『
勘
仲
記
』（『
勘
』）

・『
圖
書
寮
叢
刊
』

『
玉
葉
』・『
経
俊
卿
記
』・『
砂
巌
』・『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』

・
右
記
以
外
の
史
料
集
・
刊
本
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
又
は
末
尾
の
注
記
の
中
で
記
し
た
。
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第
一
節

過
差
禁
制
の
史
料
的
検
討

（
1
）
文
治
三
（
一
一
八
七
）
年
十
一
月
四
日⑼

当
時
朝
廷
内
を
主
導
し
て
い
た
摂
政
九
条
兼
実
は
、
こ
の
年
三
月
左
大
臣
藤
原
経
宗
以
下
の
廷
臣
か
ら
徳
政
策
に
つ
い
て
の
意
見

を
求
め
、
提
出
さ
れ
た
意
見
状
は
彼
の
も
と
に
一
旦
集
め
ら
れ
た⑽
。
十
月
に
な
り
そ
の
提
案
内
容
を
審
議
す
べ
く
、
兼
実
は
後
白
河

上
皇
と
折
衝
す
る
。
上
皇
は
兼
実
の
提
案
を
受
け
入
れ
つ
つ
、「
行
幸
以
前
過
差
之
新
制
尤
可
被
下
也
。
早
可
下
知⑾
」し
と
指
示
し
た
。

「
行
幸
」
と
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
十
一
月
七
日
に
石
清
水
八
幡
宮
、
次
い
で
十
四
日
に
は
賀
茂
神
社
へ
の
御
幸
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
示
す
。『
玉
葉
』
文
治
三
年
十
一
月
二
日
条
に
は
、

親
経
来
申
云
、
意
見
事
、
行
幸
以
前
不
及
其
沙
汰
、
先
過
差
之
制
、
行
幸
以
前
可
被
仰
歟
。
仍
注
仰
詞
草
案
所
持
参
也
云
々
。

披
見
之
処
無
殊
難
。
但
准
五
節
・
相
撲
之
例
、
両
社
行
幸
之
間
、
舞
人
已
下
当
色
不
可
改
着
之
由
、
尤
可
被
載
歟
。
但
此
事
無
先

例
。
仍
先
可
奏
事
由
者
。
親
経
申
〔
云
〕、
先
被
仰
合
左
大
臣
如
何
。
余
云
、
尤
可
然
、
先
迎
合
一
度
可
奏
聞
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
右
少
弁
藤
原
親
経
は
、
意
見
状
そ
の
も
の
審
議
は
行
幸
後
に
行
う
こ
と
に
し
て
一
旦
棚
上
げ
と
し
、
ま

ず
は
過
差
禁
制
の
制
定
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
後
白
河
上
皇
の
意
向
を
伝
え
つ
つ
、親
経
は
自
ら
作
成
し
た
草
案
を
兼
実
に
み
せ
た
。

兼
実
も
、「
但
准
五
節
・
相
撲
之
例
、
両
社
行
幸
之
間
、
舞
人
已
下
当
色
不
可
改
着
之
由
、
尤
可
被
載
歟
」
と
、
行
幸
へ
の
規
制
を
意

識
し
た
提
案
を
し
た
。

さ
ら
に
同
日
記
五
日
条
に
は
、「
今
暁
新
制
宣
旨
状
中
、
依
有
可
改
直
之
事
、
其
旨
仰
親
経
了
。
即
書
改
持
来
之
。
奏
聞
之
後
、
可

下
之
由
仰
了
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
に
宣
旨
が
発
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
過
差
禁
制
に
は
両
社
行
幸
を
強
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く
意
識
し
た
条
項
を
規
定
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
規
制
内
容
自
体
は
不
詳⑿
で
あ
る
。

（
2
）
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
十
二
月
四
日

『
玉
蘂
』
同
日
条
に
、「
今
日
有
請
印
政
事
。
上
卿
土
御
門
中
納
言

(源
定
通
)

、（
中
略
）
下
襲
裾
制
等
請
印
」
と
あ
り
、
下
襲
の
裾
に
関
す
る

制
限
を
定
め
て
い
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
同
年
三
月
に
発
布
さ
れ
た
建
暦
二
年
令
一
三
条
に
お
い
て
、
既
に
「
下
襲
裾
」
の
寸

法
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
令
は
翌
月
十
二
日
に
は
請
印
を
終
え
て
い
た⒀
。
従
っ
て
同
法
の
再
施
行
或

い
は
規
定
内
容
の
変
更
に
伴
う
別
途
の
法
令
と
捉
え
立
項
す
る
。

（
3
）
建
保
元
（
一
二
一
三
）
年
二
月
一
日

『
明
月
記
』
同
日
条
に
「
蔵
人
少
輔
資
頼

(葉
室
)
参
入
、
奉
下
宣
旨
。
上
下
諸
人
紅
下
袴
停
止
、
可
著
合
袴
」
し
と
の
記
事
が
あ
る
。「
奉
下

宣
旨
」
と
の
文
言
か
ら
、
こ
の
日
衣
裳
に
関
す
る
規
制
を
発
布
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
4
）
建
保
五
年
五
月
二
十
五
日
以
前

『
公
』
正
和
四
（
一
三
一
五
）
年
五
月
二
十
三
日
条
は
、「
最
勝
講
倹
約
条
々
」（
後
掲
〈
37
〉
項
参
照
）
を
記
載
す
る
が
、
そ
の
事

実
書
中
に
「
建
保
五
年
厳
制
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
最
勝
講
に
関
す
る
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
と
す
る
な
ら
ば
同
年
の

院
最
勝
講
初
日
は
、『
大
日
本
史
料
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
東
京
大
学
出
版
会
）
綱
文
に
よ
り
五
月
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
日
以
前
の
発
布
と
な
ろ
う
。
な
お
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
の
院
最
勝
講
を
伝
え
る
『
葉
』
同
年
五
月
二
日
条
に
は
、「
一
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身
持
加
物
具
、
建
保
有
厳
制
、
毎
事
用
略
儀
。
今
度
可
尋
彼
例
之
由
、
可
相
触
之
旨
、
兼
仰
綱
所
了
。
各
守
其
制
、
講
師
等
童
子
一

人
持
之
」
つ
と
の
割
注
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
資
財
雑
具
な
ど
を
定
め
た
禁
制
と
み
ら
れ
る
。

（
5
）
同
六
年
四
月
二
十
三
日
以
前

同
日
の
修
明
門
院（
藤
原
重
子
）の
春
日
社
行
啓
に
際
し
て
、徳
大
寺
公
継
は「
施
丹
青
金
銀
薄
等
、珠
玉
表
差
等
今
度
停
止
云
々
」

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
久
我
通
光
か
ら
の
「
下
袴
先
々
用
紅
。
今
度
依
制
不
可
用
歟
」
と
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
公
継
は
「
紅

青(者
カ
)依
制
不
用
之
、（
中
略
）
可
用
濃
袴
」
し
と
返
答
し
て
い
た⒁
。
と
も
に
「
今
度
」
の
語
が
あ
り
、
こ
の
行
啓
以
前
に
衣
裳
に
関
す

る
禁
制
が
発
布
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。

（
6
）
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
年
十
一
月
十
四
日
以
前

藤
原
定
家
が
藤
原
盛
兼
に
五
節
で
使
用
す
る
た
め
の
櫛
を
贈
る
際
に
使
お
う
と
し
た
水
引
に
つ
い
て
、『
明
月
記
』
同
日
条
の
「
以

錦
為
水
引
」
す
と
の
記
事
に
「
此
事
新
制
云
々
。
如
此
事
強
非
制
限
小
事
歟
」
と
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
定
家
の
規
制
を
非
難

す
る
言
葉
か
ら
は
、
彼
自
身
こ
の
時
点
に
な
っ
て
初
め
て
新
制
＝
過
差
禁
制
の
存
在
を
知
っ
た
と
推
測
し
う
る
た
め
、
立
項
す
る⒂
。

（
7
）
寛
喜
三
年
五
月
十
四
以
前

同
月
二
十
五
日
に
実
施
を
予
定
し
て
い
た
院
最
勝
講
に
あ
た
り
、
十
四
日
に
「
僧
綱
已
下
従
僧
童
子
員
数
」、
翌
日
に
は
「
五
个
日

不
可
改
著
法
服
事
」・「
僧
正
已
下
不
可
著
織
物
表
袴
事
」・「
不
可
具
上
童
事
」
と
い
う
、
計
四
ヵ
条
の
指
示
が
綸
旨
で
僧
綱
へ
伝
達
さ
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れ
た
。
ま
た
前
者
に
は
、「
最
勝
講
以
前
、
不
廻
時
刻
、
可
令
告
知
」
し
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
惣
在
庁
御
房
＝
僧
綱
か
ら
出
席
予
定

の
僧
侶
へ
禁
制
内
容
を
伝
え
る
よ
う
指
示
し
て
い
た⒃
。

（
8
）
寛
喜
三
年
五
月
二
十
四
日
以
前

『
百
錬
抄
』
同
日
条
に
は
、「
今
日
出
仕
人
々
裾
寸
法
事
、
内
々
為
頭
中
宮
亮
資
頼
朝
臣
奉
行
被
仰
下
」
る
と
し
て
、
大
臣
以
下
四
位

に
至
る
ま
で
の
裾
制
を
定
め
て
い
た
。「
内
々
」
に
「
被
仰
下
」
る
と
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
こ
の
日
の
出
仕
者
に
対
し
て
の
み
伝
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
前
項
と
同
様
に
新
制
審
議
中
で
の
発
布
と
な
り
、
同
新
制
一
一
条
に
規
定
さ
れ
た
。
本
法
も
飢
饉
を

意
識
し
た
法
令
の
可
能
性
が
あ
る
。

（
9
）
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
三
月
二
十
八
日
以
前

『
玉
蘂
』
同
日
条
に
は
、
九
条
道
家
と
そ
の
息
教
実
と
の
「
多
法
事
并
両
社
行
幸
間
事
」
な
ど
に
関
す
る
「
言
談
」
が
記
さ
れ
て
い

る
。
同
年
三
月
九
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
石
清
水
八
幡
宮
及
び
賀
茂
社
へ
の
行
幸
は
一
旦
延
引
さ
れ
た
が
、
石
清
水
へ
の
行
幸
は
四

月
二
十
三
日
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
教
実
が
「
舎
人
装
束
者
令
用
裏
萌
木
如
何
、
鈿
薄
新
制

也
」
と
問
い
か
け
、
ま
た
「
為
新
制
、
不
可
用
単
歟
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
道
家
は
「
如
此
単
ハ
新
制
也
」
と
返
答
し
て
い
る
。

両
者
の
問
答
か
ら
判
断
し
て
、
行
幸
な
ど
を
前
に
し
て
発
布
さ
れ
た
過
差
禁
制
に
対
応
す
る
た
め
、
教
実
が
装
束
な
ど
を
相
談
し
て

い
た
と
推
測
し
立
項
す
る
。
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（
10
）
延
応
二
（
一
二
四
〇
）
年
三
月
十
二
日

『
平
戸
記
』
同
年
四
月
八
日
条
に
「
女
房
布
施
過
差
事
又
被
下
制
符
云
々
。
依
代
々
例
、
有
沙
汰
云
々
。
如
色
々
急
々
置
物
者
無
禁

制
云
々
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
同
日
記
同
月
十
五
日
条
に
収
載
さ
れ
て
い
る
宣
旨
よ
り
、
賀
茂
祭
に
限
定
し
た
条
項
が
定
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
こ
こ
に
は
「
就
倹
約
之
徳
政
、
止
過
差
之
服
飾
」
む
と
の
文
言
が
あ
り
、
彗
星
出
現
と
い
う
天

変
へ
の
対
応
策
と
い
う
意
識
が
認
め
ら
れ
る⒄
。
但
し
実
際
の
発
令
が
明
ら
か
な
の
は
こ
の
二
項
目
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
時
の
法
令
は
過

差
禁
令
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
と
推
断
し
立
項
す
る
。

（
11
）
寛
元
元
（
一
二
四
三
）
年
十
月
二
十
四
日

『
百
錬
抄
』
同
日
条
に
は
、「
今
日
五
節
倹
約
事
、
為
頭
左
中
弁
時
高

（
平
）

朝
臣
奉
行
、
被
仰
下
五
節
所
」
る
と
の
記
事
が
あ
り
、「
風
流

櫛
不
可
交
金
銀
銅
飾
珠
玉
之
類
事
」
以
下
資
財
雑
具
や
衣
裳
な
ど
に
関
す
る
六
ヵ
条
が
五
節
所
に
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
翌
月
十
一

日
に
実
施
す
る
五
節
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
。

（
12
）
寛
元
三
年
二
月
十
日
以
降
四
月
二
十
一
日
以
前

『
葉
』
翌
四
年
四
月
十
四
日
条
に
「
各
無
引
馬
、
依
去
年
新
制
也
。
但
其
外
事
多
犯
制
符
」
す
と
の
記
事
が
あ
り
、
前
年
の
同
祭
の

時
に
新
制
＝
過
差
禁
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
な
お
朝
廷
内
で
は
同
三
年
二
月
か
ら
客
星
へ
の
対
応
の
た
め
徳
政
議
定
を
し
ば
し
ば

開
催
し
て
お
り
、
そ
の
場
で
は
倹
約
令
も
審
議
さ
れ
て
い
た⒅
。
こ
れ
を
受
け
て
の
発
布
と
な
る
。
前
々
項
と
同
様
、
こ
の
時
徳
政
策

と
し
て
発
布
さ
れ
た
の
は
過
差
禁
制
の
み
と
推
断
し
立
項
す
る
。
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（
13
）
寛
元
四
年
九
月
十
七
日
以
前

『
民
』
同
日
条
裏
書
に
「
頭
中
将

(北
畠
雅
家
)
御
教
書
到
来
。
五
節
真
実
及
闕
如

存
別
忠
可
構
献
」
し
と
の
文
言
が
あ
り
、
一
字
分
の
空
白
部

に
は
「
且
被
下
新
制
了
。
守
倹
約
之
儀
」
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
被
下
新
制
了
」
と
の
表
現
か
ら
、
禁
制
が
発
布
さ
れ
た
と
判
断
す

る
。
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
五
節
を
対
象
と
す
る
が
、
そ
の
規
制
内
容
は
不
明
。

（
14
）
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
年
五
月
二
日

（
4
）
項
で
も
引
用
し
た
が
、『
葉
』
同
日
条
に
は
院
最
勝
講
に
際
し
「
従
僧
昇
南
階
置
物
具
」
く
こ
と
に
つ
い
て
、「
一
身
持
加
物

具
、
建
保
有
厳
制
、
毎
事
用
略
儀
。
今
度
可
尋
彼
制
之
由
、
可
相
触
之
旨
、
兼
仰
綱
所
了
。
各
守
厳
制
」
る
と
の
割
注
が
あ
る
。「
今

度
」
の
語
に
着
目
し
て
、
既
述
の
建
保
五
年
制
符
の
遵
守
を
指
示
し
た
法
令
の
発
布
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
公
』
正
和
四
年
五
月

二
十
三
日
条
に
は
、「
後
嵯
峨
法
皇
初
度
御
願
宝
治
二
年
始
行
之
時
被
仰
下
云
、僧
衆
行
粧
事
、守
建
保
五
年
厳
制
毎
事
可
省
略
之
由
、

以
綱
牒
被
相
触
之
」
る
と
の
文
言
が
あ
り
、
参
集
す
る
僧
侶
の
衣
裳
に
対
す
る
規
制
も
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

同
日
記
は
さ
ら
に
続
け
て
「
証
義
者
従
僧
二
人
・
童
一
人
、
講
師
従
僧
一
人
・
童
一
人
、
如
此
候
。
其
後
年
々
大
略
守
此
式
候
歟
」

と
も
記
し
て
お
り
、
僧
侶
の
従
僧
数
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
宝
治
二
年
以
降
で
は
院
最
勝
講
の
実
施
に
際
し
て
は
、
本
項
の

規
定
内
容
が
基
本
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
判
明
す
る
。

（
15
）
宝
治
二
年
十
月
二
日

『
宇
治
御
幸
記
』
同
日
条⒆
に
は
、「
来
二
十
日
宇
治
御
幸
供
奉
人
装
束
・
行
粧
可
為
先
倹
約
之
由
被
仰
下
」
る
と
の
文
言
が
あ
る
。
同

三
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月
二
十
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
後
嵯
峨
上
皇
の
宇
治
行
幸
（
翌
二
十
一
日
に
実
施
）
に
付
き
従
う
供
奉
人
の
衣
裳
に
対
す
る
過
差
禁

制
を
発
布
し
て
い
た
。

（
16
）
建
長
五
（
一
二
五
三
）
年
十
二
月
三
日

『
経
俊
卿
記
』
同
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
院
評
定
に
お
い
て
「
人
々
共
人
事
」
に
つ
い
て
、「
然
者
今
度
可
被
定
歟
。
人
々
有
被

申
之
旨
、
大
臣
前
駈
四
人
」
以
下
の
記
述
が
あ
り
、
従
者
数
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
同
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂

供
養
に
際
し
て
の
行
幸
た
め
の
規
制
で
あ
っ
た⒇
。

（
17
）
文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
四
月
二
十
四
日
以
前

『
妙
槐
記
』
同
日
条
は
、
賀
茂
祭
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
近
日
之
法
、
上
絬
之
時
略
単
衣
、
人
別
事
也
。（
中
略
）
薄
色
指
貫

不
著
下
袴
上
絬
。
騎
馬
之
後
指
貫
可
萎
□
□
□
□
着
布
下
袴
、
其
寸
法
常
ノ
ヨ
リ
ハ
短
也
。
是
堅
固
ノ
今
案
也
。
扇
無
薄
、
依
先
年

新
制
也
」
と
の
記
述
が
あ
る
。「
先
年
新
制
」
と
対
比
し
て
「
近
日
之
法
」
及
び
「
今
案
」
と
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賀

茂
祭
に
関
す
る
禁
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
衣
裳
規
制
は
判
明
す
る
が
、
詳
細
不
詳
。

（
18
）
同
年
十
月
二
十
五
日

『
民
』
同
日
条
に
、「
五
節
過
差
以
御
教
書
可
被
止
之
事
」
と
あ
り
、
翌
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
五
節
に
お
け
る
過
差
を
停
止
し
て
い

た
。
規
制
内
容
は
不
詳
。
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（
19
）
文
永
十
一
（
一
二
七
四
）
年
十
月
二
十
二
日
以
前

『
勘
』
同
日
条
に
は
、「
今
度
不
被
儲
御
桟
敷
。（
中
略
）
就
倹
約
被
略
御
桟
敷
歟
。
尤
可
然
事
也
」
と
の
割
注
が
あ
る
。「
今
度
」
の

語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
嘗
会
御
禊
の
行
列
を
見
物
す
る
に
際
し
て
の
舎
屋
に
関
す
る
禁
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
と
推
定

す
る⚦
。

（
20
）
建
治
二
（
一
二
七
六
）
年
七
月
二
十
四
日
以
前

『
勘
』
同
日
条
は
、
前
年
摂
政
に
就
任
し
た
鷹
司
兼
平
の
初
度
の
平
等
院
詣
を
伝
え
る
。
記
事
中
に
「
今
度
為
無
人
煩
、
被
先
倹
約
、

被
止
下
袴
。
衛
府
人
被
略
。
童
并
布
衣
随
身
等
御
逗
留
三
个
日
間
、可
用
布
衣
一
具
之
由
被
定
申
」る
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た「
今

度
風
流
并
如
菊
閇
一
向
被
停
止
了
。
尋
常
布
衣
也
」
と
の
割
注
も
み
ら
れ
る
。
史
料
中
の
「
今
度
」
の
語
よ
り
、
衣
裳
及
び
風
流
に

対
す
る
規
制
が
発
布
さ
れ
た
と
考
え
る⚧
。

（
21
）
弘
安
四
（
一
二
八
一
）
年
六
月
十
三
日

『
勘
』
同
月
十
四
日
条
の
祇
園
御
霊
会
に
関
す
る
記
事
中
に
、
龓
に
つ
い
て
「
今
度
依
制
符
被
止
之
。
衛
府
布
衣
随
身
并
龓
等
有
沙

汰
、
被
停
止
畢
。
誠
第
一
之

[倹
]約
歟
」
と
の
記
述
が
あ
り
，
文
中
の
「
今
度
」
の
語
か
ら
発
布
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
制
符
は
、

前
日
の
十
三
日
の
院
評
定
の
場
で
制
定
さ
れ
て
い
た
（『
勘
』
同
日
条
）。
さ
ら
に
法
勝
寺
御
八
講
の
様
子
を
伝
え
る
同
日
記
七
月
六

日
条
に
も
、「
装
束
不
可
着
楚
々
由
、
去
月
別
被
仰
下
。
袍
袖
口
可
縮
三
寸
、
止
引
倍
木
、
可
着
赤
帷
。
是

[倹
]約
之
沙
汰
料
。
予
殊
所

守
制
符
也
」
と
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
本
禁
制
は
翌
月
に
至
っ
て
も
効
力
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る⚨
。三
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（
22
）
弘
安
六
年
二
月
一
日

春
日
祭
を
伝
え
る
『
勘
』
同
月
四
日
条
に
、「
殿
下
仰
云
、
上
卿
事
昨
今
御
心
中
思
食
寄
了
。
今
度
被
定
倹
約
行
粧
之
上
者
、
不
可

有
子
細
、
其
間
事
即
有
御
沙
汰
」
り
と
の
記
事
が
あ
り
、
行
粧
に
関
す
る
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同
日
記
十
二
日
条
に
は

「
可
為
恒
例
式
之
間
、
被
定
倹
約
之
行
粧
、
大
臣
前
駈
四
人
、
納
言

(二
)三

(マ
ヽ
)人
、
侍
可
召
具
人
、
不
可
過
三
人
。
僮
僕
不
可
着
下
袴
。
今

日
一
日
評
定
之
次
被
定
置
」
る
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
一
日
に
開
か
れ
た
院
評
定
の
場
で
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
従
類
及

び
衣
裳
な
ど
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
「
可
為
恒
例
式
」
し
と
の
文
言
に
着
目
し
た
い
。
本
禁
制
を
今
後
の

基
準
と
し
た
い
と
の
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か⚩
。

（
23
）
弘
安
七
年
五
月
二
十
日
以
前

こ
の
日
は
内
裏
最
勝
講
の
初
日
で
あ
っ
た
が
、『
勘
』
同
日
条
に
は
「
御
所
御
簾
等
晴
要
須
所
々
等
替
之
。
悉
不
被
調
改
者
也
。
是

倹
約
之
沙
汰
歟
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
資
財
雑
具
に
関
す
る
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
今
年
於
事
被
行
節
倹
。
不
可
好
花

美
、
貫
首
已
下
五
位
・
六
位
職
事
各
令
談
義
、
令
停
止
者
也
」
と
の
割
注
も
付
さ
れ
て
い
る
。「
於
事
」
の
表
現
に
着
目
す
る
と
、
蔵

人
所
関
係
者
の
「
談
義
」
に
よ
り
、
こ
の
時
同
年
中
の
行
事
全
般
に
関
わ
る
過
差
規
制
が
策
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
残
る⚪
。

（
24
）
弘
安
七
年
十
一
月
十
六
日
以
前

同
日
に
行
わ
れ
た
五
節
後
の
殿
上
淵
酔
を
伝
え
る
『
勘
』
同
日
条
に
は
、「
今
度
依
制
符
被
止
織
物
・
綾
并
練
貫
等
不
可
有
苦
之
由

有
其
沙
汰
」
り
と
の
割
注
が
記
さ
れ
て
お
り
、
五
節
の
際
の
衣
裳
に
関
す
る
制
符
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
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（
25
）
弘
安
九
年
三
月
二
十
七
日
以
前

『
勘
』
同
日
条
は
、
春
日
行
幸
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
今
度
人
々
行
粧
為
先
倹
約
。
当
色
已
下
単
狩
衣
、
諸
衛
随
身

袴
風
流
等
被
停
止
了
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
今
度
別
当
僧
正
申
子
細
之
間
、
雖
不
載
制
符
、
用
綾
之
条
何
事
有
哉
、
可
在

意
之
由
被
仰
了
」
と
の
割
注
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
行
幸
の
衣
裳
な
ど
に
対
す
る
過
差
禁
制
の
発
布
は
確
実
で
あ
る
。

（
26
）
永
仁
六
（
一
二
九
八
）
年
八
月
二
十
五
日
以
降
十
月
二
十
五
日
以
前

『
公
』
別
記
「
即
位
大
嘗
会
等
記
」
同
年
十
月
二
十
五
日
条
は
、
大
嘗
会
御
禊
行
幸
を
伝
え
る
が
、
頭
中
将
今
出
川
兼
季
の
下
襲
に

つ
い
て
「
今
度
依
制
不
着
染
装
束
」
ず
と
の
割
注
が
あ
る
。
こ
こ
に
「
今
度
」
の
語
が
あ
り
、
大
嘗
会
に
際
し
て
衣
裳
に
関
す
る
規

制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
な
お
『
続
史
愚
抄
』
八
月
二
十
五
日
条
に
は
「
於
新
院

(伏
見
上
皇
)御
所
二
条

殿
、

、
大
嘗
会
御
禊
已
下
用
途
倹
約

条
々
有
評
定
」
り
と
の
記
事
が
あ
り
、
こ
の
日
後
伏
見
践
祚
に
伴
う
大
嘗
会
御
禊
以
下
の
用
途
に
関
す
る
倹
約
令
が
検
討
さ
れ
て

い
た⚫
。

（
27
）
正
安
三
（
一
三
〇
一
）
年
三
月

『
園
』
貞
和
二
（
一
三
四
六
）
年
十
二
月
二
十
三
日
条
所
収
の
中
原
師
茂
書
状
中
の
文
言
か
ら
、
こ
の
月
院
宣
が
添
え
ら
れ
て
院
文

殿
に
制
符
を
下
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
貞
和
二
年
十
二
月
に
は
朝
廷
内
で
過
差
禁
制
の
発
布
形
式
を
ど
の
よ
う
に
す
る

の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
過
去
の
事
例
を
示
す
資
料
と
し
て
こ
の
書
状
が
収
載
さ
れ
た
。
こ
の
故
に
本
項
も
ま
た
過

差
関
係
に
限
定
さ
れ
た
法
令
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
不
詳
。
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（
28
）
正
安
三
年
十
一
月
十
九
日
以
前

『
実
』
同
日
条
は
、
当
日
の
殿
上
淵
酔
に
参
加
し
て
い
た
吉
田
定
房
の
名
に
「
御
綾
織
、
織
物
今
度
制
符
」
と
注
記
し
て
い
る
。
こ

の
文
言
か
ら
五
節
に
際
し
衣
裳
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
前
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
三
月
に
は
制
符
を
発
布
し

て
い
た
が
、
記
事
中
の
「
今
度
」
と
の
文
言
か
ら
、
五
節
を
対
象
と
し
た
制
符
が
、
別
途
発
布
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る⚬
。

（
29
）
乾
元
元
（
一
三
〇
二
）
年
六
月
一
日

同
月
八
日
に
亀
山
上
皇
は
常
盤
井
泉
殿
へ
行
幸
し
た
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
『
実
』
同
日
条
に
は
「
夏
間
連
々
可
有

御
幸
。
供

御
毎
事
可
有
摂
約
之
沙
汰
之
由
、
去
一
日
被
定
下
。
仍
今
日
守
彼
法
、
致
沙
汰
之
由
、
二
位
入
道

(高
階
邦
経
)

称
之
」
す
と
の
記
事
が
あ
る
。
上

皇
の
指
示
を
受
け
、
一
日
に
開
か
れ
た
院
評
定
に
お
い
て
、
今
後
の
行
幸
な
ど
を
含
め
た
規
制
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
容

は
不
詳
。

（
30
）
乾
元
元
年
十
二
月
二
十
一
日
以
前

『
実
』
同
日
条
に
は
、「
今
夜
狩
衣
等
事
有
其
沙
汰
。
可
著
薄
物
之
由
、
別
被
載
御
教
書
。
且
制
符
事
専
可
守
建
治
・
弘
安
沙
汰
之
旨

被
定
歟
。
仍
守
其
法
処
、
人
々
悉
著
練
薄
物
。
難
治
事
也
。」
と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
制
符
で
は
、「
建
治
・
弘
安
沙
汰
」
を
法
源
と

し
て
衣
裳
規
制
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
建
治
・
弘
安
年
間
の
制
符
に
つ
い
て
は
未
詳
。
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（
31
）
嘉
元
元
（
一
三
〇
三
）
年
七
月
二
十
一
日
以
前

亀
山
上
皇
の
皇
子
の
御
行
始
を
伝
え
る
『
実
』
同
日
条
に
、
記
主
三
条
実
躬
の
子
息
公
秀
が
献
じ
た
昭
訓
門
院
（
藤
原
瑛
子
）
の

出
車
に
関
し
て
の
「
今
度
略
柿
色
、
黒
物
見
、
白
書
千
鳥
、
通
文
同
、
黒
漆
、
付
白
棟
通
、
色
紙
付
雲
、
略
伯
」
と
の
記
述
に
、「
依

制
符
也
」
と
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
今
度
人
々
僮
僕
可
略
如
木
之
由
、
別
厳
密
有
其
沙
汰
之
上
」
と
も
記
さ
れ
る
。

「
今
度
」
の
語
か
ら
、
衣
裳
・
従
類
及
び
乗
物
な
ど
に
関
す
る
法
令
が
発
布
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。

（
32
）
嘉
元
元
年
十
月
以
降
十
二
月
以
前

『
実
』
翌
二
年
正
月
五
日
条
に
は
、「
凡
不
可
著
浮
線
綾
練
薄
物
之
由
、
制
符
也
。
而
近
日
動
破
此
法
。
仍
此
御
方
事
堅
可
守
此
制

之
由
、
去
冬
厳
密
被
仰
下
」
る
と
の
割
注
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
去
冬
」
に
衣
裳
規
制
が
再
度
定
め
ら
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
但
し

先
行
す
る
制
符
は
未
詳⚭
。

（
33
）
嘉
元
二
年
三
月

『
砂
巌
』
は
「
嘉
元
二
年
三
月
制
符
口
宣
」
と
し
て
九
ヶ
条
を
収
載
す
る
が
、
前
欠
文
書
の
た
め
本
来
の
条
数
は
不
明
。
天
変
を
契

機
に
立
法
さ
れ
た
新
制
で
あ
る
が
、
全
て
過
差
禁
制
の
た
め
立
項
す
る
。

（
34
）
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
三
月
二
十
五
日

前
項
『
砂
巌
』
所
収
の
「
徳
治
三

倹
年

制
検
約

符令⽊
」
の
「
倹
約
条
々
」
に
は
、
事
書
四
一
ヶ
条
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
に
位
置
す
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る
二
ヶ
条
の
飲
酒
に
関
す
る
規
定
を
除
外
す
る
と
、
残
り
は
全
て
過
差
規
定
と
な
り
、
か
つ
「
此
外
条
々
、
固
可
守
嘉
元
制
府(符

)

(マ
ヽ
)」
し

と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
過
差
法
と
判
断
す
る
。
な
お
史
料
中
の
嘉
元
制
符
（
嘉
元
三
年
令
）
が
新
制
本
来
の
形
式
で
あ
る
事
書
・
事

実
書
と
い
う
体
裁
を
踏
襲
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
制
符
で
は
事
実
書
に
相
当
す
べ
き
内
容
を
一
つ
書
き
に
す
る
と
い
う
異
例
の

形
式
を
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
条
文
数
は
多
く
な
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
条
文
構
成
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
詳
。

（
35
）
延
慶
二
（
一
三
〇
九
）
年
十
月
二
十
一
日
以
前

花
園
天
皇
の
大
嘗
会
に
際
し
て
の
行
幸
を
伝
え
る
『
後
伏
見
天
皇
御
記
』（『
歴
代
宸
記
』
所
収
）
同
日
条
に
は
、「
今
度
馬
副
大
臣

八
人
、
大
中
納
言
六
人
、
参
議
三
位
四
人
之
由
被
定
了
」
と
の
頭
注
が
あ
る
。「
今
度
」
と
の
語
か
ら
従
類
規
制
が
発
布
さ
れ
た
と
判

断
す
る
。

（
36
）
延
慶
年
間
（
一
三
〇
八
～
一
一
）
四
月
十
六
日

『
園
』
貞
和
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条
は
、「
延
慶
被
仰
之
趣
、
為
後
勘
尋
継
之
」
ぐ
と
し
て
、
肥
後
守
宛
の
平
経
親
の
書
状
を
収
載

す
る
。
そ
こ
に
は
、「
倹
約
条
々
、
堅
可
守
正
応
五
年
制
符
。
違
犯
之
輩
可
及
厳
密
沙
汰
之
由
、
被
仰
下
候
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
正
応
五
年
制
符
」
の
遵
守
を
求
め
た
制
符
の
発
布
が
確
認
で
き
る⚮
。

（
37
）
正
和
四
（
一
三
一
五
）
四
月
二
十
四
日
以
降
年
五
月
三
日
以
前

『
公
』
同
年
五
月
二
十
三
日
条
は
、
院
最
勝
講
初
日
の
様
相
を
記
し
て
い
る
。
記
事
中
に
「
兼
日
被
下
制
符
内
々
被
仰
合
可

然
之
人
々
歟
、

」）」
と
の
文
言

四
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が
あ
り
、「
最
勝
講
倹
約
条
々
」
と
し
て
衣
裳
や
従
僧
数
な
ど
五
ヵ
条
が
定
め
ら
れ
た
。
発
布
日
推
測
の
根
拠
は
同
日
条
収
載
の
忠
源

僧
正
の
四
月
二
十
四
日
付
請
文
と
、『
福
智
院
家
古
文
書
』
一
〇
六
号
文
書
（「
正
和
四
年
院
最
勝
講
記
」）
中
の
五
ヵ
条
の
規
制
内
容

を
記
し
た
五
月
三
日
付
九
条
光
経
の
書
状
に
よ
る
。

（
38
）
正
和
四
年
十
二
月
十
三
日
以
前

『
中
法
資
』
補
註
27
に
収
め
ら
れ
た
同
日
付
「
後
伏
見
上
皇
院
宣
案
」（
成
簣
堂
古
文
書
）
に
は
、「
倹
約
篇
目
注
進
之
。
条
々
殊
守

符
旨
、
一
々
不
可
違
越
之
由
、
各
可
被
相
触
之
旨
、
被

仰
下
之
状
如
件
」
し
と
の
文
言
が
あ
る
。
ま
た
翌
日
付
の
「
新
制
廻
文
案
」

（
同
前
文
書
）
も
同
註
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
院
文
殿
衆
十
六
名
に
回
覧
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る⚯
。

（
39
）
正
和
五
年
十
二
月
七
日

前
掲
（
27
）
項
中
の
『
園
』
所
収
の
中
原
師
茂
書
状
に
よ
り
、
こ
の
日
院
宣
で
制
符
が
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
の
内
容
は
不
詳
で
あ
る
が
、（
27
）
項
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
立
項
す
る
。

（
40
）
元
亨
二
（
一
三
二
二
）
年
五
月
一
日

『
福
智
院
家
文
書
』
八
七
号
文
書
は
、
惣
在
庁
御
房
に
宛
て
た
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
案
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
最
勝
講
証
義
者
以
下
、
固

可
守
倹
約
。
於
違
犯
之
輩
、
厳
密
可
有
其
沙
汰
。
以
此
趣
可
被
相
触
之
由
、
被
仰
下
之
状
、
如
件
」
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
最
勝
講

の
際
の
倹
約
を
僧
綱
に
指
示
し
て
い
た
が
、
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
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（
41
）
元
亨
二
年
十
二
月
十
四
日
以
前

当
日
西
園
寺
実
兼
百
箇
日
の
仏
事
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
『
花
園
天
皇
宸
記
』
同
日
条
に
は
、「
今
日
経
有
制
、
不

用
荘
厳
。（
中
略
）
思
外
不
守
御
定
、
又
不
守
制
、
用
羅
表
紙
玉
紐
也
。
今
度
式
目
、
薄
緂
表
紙
、
色
紙
、
無
薄
料
紙
、
螺
鈿
軸
、
但

紐
也
。
自
余
皆
守
此
法
。（
中
略
）
二
条
北
政
所

(道
平
室
婉
子
)

錦
被
物
等
不
被
守
此
法
也
」
と
の
記
事
が
あ
る
。「
今
日
経
有
制
」
及
び
「
今
度
式

目
」
の
語
か
ら
、
衣
裳
及
び
資
財
物
具
に
関
す
る
規
制
が
発
布
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。

（
42
）
正
慶
元
（
一
三
三
二
）
年
六
月

前
掲
（
27
）
項
中
の
『
園
』
同
日
条
所
収
の
中
原
師
茂
書
状
に
よ
り
、
こ
の
月
制
符
が
発
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る⚰
。
ま

た
同
日
記
の
貞
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
条
所
収
の
宣
旨
に
は
「
諸
人
服
飾
并
緇
素
従
類
員
数
、
及
賀
茂
恒
例
臨
時
祭
礼
以
下
祭
、

儲
以
下
過
差
停
止
事
、
宜
守
正
慶
符
」
し
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
項
の
規
制
内
容
の
一
部
が
判
明
す
る
。

第
二
節

過
差
禁
制
の
諸
問
題

（
一
）

鎌
倉
時
代
の
新
制
で
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
過
差
禁
制
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
過
差
規
制
の
全
体
像
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
両
者
に
お
け
る
同
種
の
規
定
を
含
め
た
分
析
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
節
で
は
、
単
行
法
令
的

な
過
差
禁
制
に
限
定
し
て
考
察
を
行
う
に
と
ど
め
た
い
。
必
要
に
応
じ
新
制
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
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さ
て
前
稿
に
お
い
て
平
安
時
代
の
過
差
禁
制
を
検
討
し
た
際
に
、過
差
禁
制
も
新
制
と
同
様
、攘
災
＝
徳
政
策
と
い
う
意
味
を
持
っ

て
い
た
こ
と
、
幾
つ
か
の
特
定
儀
式
に
集
中
し
て
発
布
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
儀
式
終
了
後
に
は
効
力
を
喪
失

し
が
ち
で
あ
り
時
限
的
要
素
が
強
い
こ
と
、
衣
裳
や
従
類
数
な
ど
の
規
制
に
は
身
分
を
可
視
的
に
表
現
す
る
と
い
う
面
が
あ
っ
た
こ

と
、
な
ど
を
指
摘
し
た⚱
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
の
過
差
禁
制
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
（
前
節
で
取
り
上
げ
た
各
禁
制
に
つ
い

て
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て
各
項
の
数
字
で
示
す
）。
さ
て
（
1
）
項
の
文
治
三
（
一
一
八
七
）
年
と
（
2
）
項
の
建
暦

二
（
一
二
一
二
）
年
と
で
は
二
十
五
年
の
空
白
が
あ
る
よ
う
に⚲
、
十
年
以
上
過
差
禁
制
の
発
布
を
確
認
で
き
な
い
場
合
が
少
な
く
な

い
。
こ
こ
に
は
記
録
類
の
残
存
の
影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
節
の
幾
つ
か
の
注
記
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
間

に
お
い
て
も
禁
令
の
適
用
事
例
が
散
見
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
発
布
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
傾
向

と
し
て
は
、
寛
喜
年
間
以
降
徐
々
に
増
え
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
十
四
世
紀
に
入
る
と
、
過
差
禁
令
に

限
定
し
た
新
制
＝
制
符
が
一
気
に
増
加
し
た
こ
と
も
あ
り
、
確
認
例
が
多
く
な
る
。

さ
て
四
十
二
項
中
九
項
は
新
制
に
分
類
さ
れ
る
法
令
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
く
三
十
三
項
が
単
行
法
令
的
な
過
差
禁
制
と
な
る
。
末

尾
の
別
表
を
参
照
す
る
と
、
宝
治
二
年
の
（
14
）
項
・（
15
）
項
に
み
る
よ
う
に
、
複
数
の
法
令
が
同
一
年
中
に
発
布
さ
れ
て
い
た
の

が
七
年
分
十
四
法
令
と
な
る
。
な
か
で
も
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
は
、
新
制
を
加
え
る
と
三
法
令
が
同
一
年
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
他
に
新
制
と
同
一
年
と
い
う
の
も
四
項⚳
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
代
と
同
様
に
、
過
差
禁
制
の
多
く
は
基
本
的
に
特
定
行
事
を

対
象
に
発
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
各
行
事
の
終
了
後
に
は
効
力
を
失
う
と
い
う
時
限
的
性
格
を
持
つ
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う⚴
。

禁
制
の
条
項
そ
の
も
の
が
判
明
す
る
法
令
は
極
め
て
少
な
い
。
最
勝
講
に
参
加
す
る
僧
侶
へ
の
規
制
を
示
す
（
37
）
項
は
そ
の
数
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少
な
い
事
例
と
な
る
。
こ
の
時
法
会
に
参
加
し
た
廷
臣
に
対
し
て
も
、
別
途
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う⚵
。
ま
た

（
11
）
項
の
五
節
所
に
宛
て
た
六
ヶ
条
の
一
つ
書
き
を
新
制
条
文
中
に
み
る
よ
う
な
事
細
か
な
規
制
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
の

法
令
全
体
を
示
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
事
実
書
に
相
当
す
る
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
単

行
法
令
的
な
過
差
禁
制
の
場
合
、
規
定
内
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、（
8
）

項
の
「
内
々
」
に
「
被
仰
下
」
と
の
文
言
に
み
る
よ
う
に
、
禁
制
が
行
事
の
担
当
部
署
な
ど
の
関
係
先
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
性
格

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（〈
37
項
〉
も
参
照
）。
こ
の
故
に
当
事
者
で
あ
る
参
加
者
自
身
す
ら
禁
制
の
発
布
の
有
無
や
そ

の
内
容
を
知
ら
な
い
と
い
う
事
態⚶
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

規
制
内
容
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
行
粧
を
含
め
た
「
衣
裳
」・
物
具
な
ど
を
指
す
「
資
財
雑
具
」・
員

数
規
制
を
中
心
と
し
た
「
従
類
」・「
乗
物
」・
造
作
に
関
す
る
「
舎
屋
」
と
い
う
、『
勘
』
中
の
分
類
を
借
用
し
て
き
た
。
別
表
を
参
照

す
る
と
、
こ
の
内
前
三
者
に
関
す
る
禁
制
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
乗
物
規
制
は
、
新
制
条
文
中
で
も
し
ば

し
ば
規
定
さ
れ
て
き
た
が
、
過
差
禁
制
と
し
て
は
（
31
）
項
の
一
例
の
み
確
認
で
き
る
。
ま
た
舎
屋
に
相
当
す
る
の
は
大
嘗
会
に
関

す
る
（
19
）
項
が
桟
敷
を
名
指
し
し
て
い
た
程
度
で
あ
る
が
、
桟
敷
は
祭
礼
や
行
幸
の
見
物
者
の
た
め
に
し
ば
し
ば
造
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
他
の
機
会
に
お
い
て
も
発
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
平
安
期
と
比
較
す
る
と
、
纏
頭
規
制
を
確
認
で

き
な
い
の
が
一
つ
の
特
徴
と
な
る
。
前
代
と
同
様
に
纏
頭
自
体
は
被
物
な
ど
と
し
て
、
儀
式
終
了
時
な
ど
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。
遠
藤
基
郎
氏
は
、
平
安
時
代
の
纏
頭
に
つ
い
て
「
纏
頭
空
間
は
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
認
す
る
交
歓
の
場
」

と
捉
え
た⚷
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
生
か
し
つ
つ
、
鎌
倉
期
の
様
相
に
関
し
て
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
及
ば
な
い
。
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（
二
）

本
項
で
は
規
制
対
象
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
発
布
契
機
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
主
に
法
会
・
祭
礼
・
五
節
・
行

幸
（
行
啓
な
ど
を
含
む
）・
大
嘗
会
と
な
る
。
こ
の
内
賀
茂
祭
を
中
心
と
し
た
祭
礼
と
五
節
は
、
前
代
か
ら
の
継
承
と
な
る⚸
。
そ
こ
で

残
る
三
行
事
に
絞
っ
て
触
れ
る
。

法
会
で
は
特
に
院
最
勝
講
に
関
す
る
禁
制
が
目
を
引
く
。
内
裏
最
勝
講
は
平
安
中
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、『
葉
』
宝
治
二
（
一

二
四
八
）
年
五
月
二
日
条
は
、
院
最
勝
講
が
白
河
上
皇
の
永
久
元
（
一
一
一
三
）
年
七
月
に
始
ま
り
鳥
羽
上
皇
の
時
期
に
も
行
わ
れ

た
こ
と
、
後
鳥
羽
上
皇
期
の
元
久
三
（
一
二
〇
六
）
年
以
降
に
な
り
ほ
ぼ
毎
年
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
定
着
し
た
法
会
で
あ
っ
た
。
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
管
見
の
限
り
で
は
（
4
）
項
の
「
建
保
五
（
一

二
一
七
）
年
厳
制
」
を
嚆
矢
と
し
て
、（
14
）
項
の
宝
治
二
年
に
制
定
さ
れ
た
禁
制
が
「
其
後
年
々
守
此
式
」
る
と
し
て
定
式
化
し
継

承
さ
れ
た⚹
。

次
に
行
幸
を
み
て
い
き
た
い
。
石
清
水
八
幡
宮
及
び
賀
茂
神
社
へ
の
両
社
行
幸
に
関
す
る
禁
制
は
、（
1
）
項
の
文
治
三
年
が
一
つ

の
画
期
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
既
に
（
1
）
項
で
も
引
用
し
た
が
、『
玉
葉
』
同
年
十
一
月
二
日

条
に
は
、

但
准
五
節
・
相
撲
之
例
、
両
社
行
幸
之
間
、
舞
人
已
下
当
色
不
可
改
着
之
由
、
尤
可
被
載
歟
。
但
此
事
無
先
例
。
仍
先
可
奏
事

由
者
。
親
経
申
〔
云
イ
〕、
先
被
仰
合
左
大
臣
如
何
。
余
云
、
尤
可
然
、
先
仰
合
一
度
可
奏
聞
也
。

と
の
記
事
が
あ
る
。
摂
政
九
条
兼
実
は
こ
の
時
、
五
節
・
相
撲
に
「
准
」
え
て
両
社
行
幸
に
お
い
て
も
衣
裳
に
関
す
る
規
制
の
実
施

を
目
指
し
た
。
し
か
し
先
例
が
な
い
こ
と
を
懸
念
し
、
藤
原
親
経
に
後
白
河
上
皇
の
承
認
を
得
る
よ
う
指
示
す
る
。
対
し
て
親
経
は
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先
に
左
大
臣
藤
原
経
宗
に
相
談
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
翌
日
の
『
玉
葉
』
に
は
、

召
親
経
、
遣
左
大
臣
第
問
両
条
事
、
一
者
、
可
被
下
新
制
之
間
事
也
。（
中
略
）
即
帰
来
示
大
臣
返
答
。
新
制
事
、
問
云
、
意
見

之
中
、
過
差
事
、
且
可
被
忩
仰
下
。
但
先
行
幸
以
前
、
衛
府
所
従
可
被
減
事
并
両
社
行
幸
供
奉
之
輩
、
所
従
不
可
着
装
束
事
、
尤

可
被
忩
仰
下
也
。
而
於
相
撲
・
五
節
者
載
旧
符
、
是
依
為
例
事
歟
。
於
両
社
行
幸
者
、
未
見
先
符
如
何
。
被
申
云
、
為
人
尤
要
須

也
。

と
の
記
述
が
あ
る
。
親
経
は
経
宗
に
面
会
し
、
そ
の
問
答
の
内
容
を
兼
実
に
伝
え
た
。
こ
の
記
事
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、
兼
実
の

意
図
を
代
弁
し
親
経
が
相
撲
・
五
節
は
「
旧
符
」
に
載
せ
ら
れ
「
例
事
」
と
な
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
両
社
行
幸
は
「
未
見
先
符

如
何
」
と
質
問
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
新
制
を
含
め
そ
れ
ま
で
の
過
差
禁
制
に
お
い
て
は
、
行
幸
を
明
示
し
た
規
制

を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る⚺
。
し
か
し
（
1
）
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
結
局
は
こ
の
時
行
幸
を
対
象
と
す
る
過
差

禁
制
を
発
布
し
た
こ
と
が
、
鎌
倉
期
を
通
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た⚻
。
も
う
一
点
当
時
朝
政
を
主
導
し
て
い
た
兼

実
に
し
て
、
先
例
に
な
い
規
制
を
新
た
に
定
め
る
た
め
に
は
、
後
白
河
上
皇
や
左
大
臣
藤
原
経
宗
等
の
廷
臣
と
の
折
衝
を
必
要
と
し

て
い
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
過
差
禁
制
に
新
規
の
条
項
を
加
え
る
こ
と
の
困
難
さ
、
逆
に
い
え
ば
「
例
事
」
の
語
で
表
わ
さ
れ
る

よ
う
な
法
の
硬
直
化
の
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

大
嘗
会
（
祭
）
の
検
討
に
移
ろ
う
。
大
嘗
会
は
大
祀
に
位
置
付
け
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
の
造
神
宮
役
夫
工
米
や
造
内
裏
役
と
と
も
に
、

そ
の
費
用
が
諸
国
に
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
朝
廷
に
と
っ
て
は
天
皇
践
祚
に
伴
う
最
も
大
き
な
行
事

で
あ
っ
た
。
大
嘗
会
を
対
象
と
し
た
禁
制
は
、（
19
）
項
の
後
宇
多
天
皇
、（
26
）
項
の
後
伏
見
天
皇
、
そ
し
て
（
35
）
項
の
花
園
天

皇
践
祚
の
時
に
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
自
体
は
他
の
天
皇
の
時
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
即
位
順
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に
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
の
後
深
草
天
皇
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

同
天
皇
即
位
に
伴
う
大
嘗
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
半
年
ほ
ど
前
と
な
る
『
葉
』
寛
元
四
年
五
月
十
三
日
条
に
「
大
嘗
会
倹
約
議
定

事
、
条
々
有
仰
」
り
と
の
記
事
が
あ
り
、
五
月
十
八
日
に
も
「
倹
約
議
定
」
を
開
こ
う
と
し
て
い
た
（
同
日
記
同
日
条
。
但
し
こ
の

日
は
延
期
と
な
り
、「
以
状
可
被
問
之
」
し
と
意
見
を
徴
し
た
）。
さ
ら
に
『
民
』
同
月
二
十
三
日
条
は
後
嵯
峨
上
皇
か
ら
倹
約
に
関
す

る
勅
問
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
管
見
の
限
り
で
は
発
令
を
直
接
示
す
史
料
を
見
出
せ
ず
立
項
は
避
け
た
が
、
過
差
禁
制
が
倹
約

令
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
五
月
以
降
の
議
定
を
受
け
法
令
が
発
布
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
に
行
わ
れ
た
亀
山
天
皇
の
時
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
確
認
で
き
な
か
っ
た⚼
。

次
に
正
応
元
（
一
二
八
八
）
年
十
一
月
二
十
二
日
に
大
嘗
会
が
行
わ
れ
た
伏
見
天
皇
を
み
て
い
こ
う
。『
勘
』
同
年
九
月
二
十
一
日

条
に
、「
今
日
有
評
定
。
御
禊
行
幸
、
官
蔵
人
方
倹
約
沙
汰
等
也
。
奉
行
職
事
頼
藤

（
葉
室
）
・
弁
仲
兼

（
平
）

朝
臣
等
、
持
参
用
途
帳
、
於
御
前
読
申
。

無
要
御
物
等
可
被
略
之
趣
也
。
大
夫
史
顕
衡

（
小
槻
）

祗
候
、
有
御
問
答
歟
。」
と
の
記
事
が
あ
り
、
院
評
定
に
お
い
て
御
禊
行
幸
に
関
す
る
倹

約
沙
汰
が
話
し
合
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
動
き
は
確
か
め
ら
れ
ず
発
布
に
至
っ
た
か
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
倹
約

＝
過
差
禁
止
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
（
26
）
項
に
示
し
た
永
仁
六
（
一
二
九
八
）
年
十
月
に
行
わ
れ
た
後
伏
見
天
皇
の
場
合
を
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。

同
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
同
年
八
月
に
は
後
伏
見
即
位
に
伴
う
大
嘗
会
御
禊
な
ど
に
関
す
る
倹
約
令
が
議
題
と
な
り
、
最
終
的
に

少
な
く
と
も
衣
裳
規
制
が
発
令
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
も
過
差
に
関
連
す
る
事
柄
が
あ
る
。
十
月
十
二
日
夜
に
即
位
礼
挙
行
の
た

め
太
政
官
庁
に
行
幸
し
た
が
、
そ
れ
は
「
今
度
依
倹
約
之
儀
、
被
止
白
昼
之
儀
為
夜
陰
」
り
が
理
由
で
あ
っ
た
（『
公
』
同
日
条
）。
ま

た
翌
日
に
行
わ
れ
た
御
禊
に
先
ん
じ
て
の
太
政
官
庁
で
の
即
位
式
に
つ
い
て
同
日
記
十
三
日
条
は
、「
去
夜
自
二
条
高
倉
皇
居
行
幸
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朝
所
後
房
。
是
依
倹
約
之
沙
汰
。
為
無
人
煩
、
今
度
可
為
前
夜
之
由
議
定
云
々
」
と
伝
え
て
お
り
、
あ
え
て
夜
間
の
行
幸
を
行
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
倹
約
と
い
う
意
識
を
見
い
出
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
嘗
会
に
際
し
て
は
、
亀
山
天
皇
の
即
位
時
を
除
く
と
、
後
深
草
天
皇
以
降
常
に
倹
約
沙
汰
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
朝
廷
の
深
刻
な
財
源
不
足
が
背
景
に
あ
っ
た
。
後
深
草
天
皇
の
大
嘗
会
は
寛
元
四
年
十
一
月
二
十
四
日
に
行

わ
れ
た
が
、
そ
の
翌
日
条
の
『
葉
』
に
よ
る
と
担
当
者
か
ら
後
嵯
峨
上
皇
に
「
用
途
不
足
」
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
。
実
際

に
「
節
会
間
、
楽
人
装
束
以
下
闕
如
」
し
、
調
度
類
は
省
略
し
た
り
前
回
の
道
具
を
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
時
未
済
の
国
が
複
数
あ

り
、
ま
た
幕
府
も
ま
た
朝
廷
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
「
不
進
之
」
ず
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た⚽
。

財
源
不
足
の
深
刻
化⚾
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
益
々
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
大
嘗
会
の
た
び
に
倹
約
沙
汰
が
評
議
さ
れ
る

主
た
る
要
因
で
あ
ろ
う
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
た
だ
本
稿
が
こ
の
倹
約
を
過
差
禁
制
の
中
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
単
な
る
節

約
と
は
異
な
る
面
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
遠
藤
基
郎
氏
は
平
安
時
代
の
過
差
禁
止
令
に
つ
い
て
、「
倹
約
は
、
そ
れ
自
体
す
で

に
君
主
の
要
件
」
で
あ
り
、「
君
主
の
徳
と
し
て
の
倹
約
」
と
指
摘
し
て
い
た⚿
。
こ
の
視
点
は
、
こ
こ
ま
で
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、

鎌
倉
時
代
に
も
継
承
し
て
い
た
。
例
え
ば
『
葉
』
寛
元
四
年
十
一
月
二
十
五
日
条
に
も
、「
役
夫

(工
イ
)
公
計
会
之
間
、

(民
イ
)
氏
愁
難
休
歟
。
仍

万
事
随
倹
約
」う
と
の
文
言
が
あ
る⛀
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、撫
民
策
と
し
て
倹
約
と
い
う
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
っ

て
史
料
的
確
認
が
困
難
で
は
あ
る
が
、
大
嘗
会
に
際
し
て
は
（
26
）
項
に
み
た
よ
う
に
、
必
ず
や
衣
裳
や
従
類
な
ど
に
つ
い
て
も
規

定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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（
三
）

こ
こ
で
は
過
差
禁
制
の
執
行
に
関
わ
る
問
題
を
検
討
す
る
。
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
、
前
代
と
同
様
に
、
過
差
は
盛
行
し
て
い
た
。

『
明
月
記
』
嘉
禄
三
（
一
二
二
七
）
年
四
月
四
日
条
に
は
、

参
前
殿
。
牛
童
車
副
装
束
、
祭
以
前
衣
一
領
単
衣
一
領
単
衣
歟
、
可
着
帷
歟
。
建
久
四
五
六
年
御
賀
茂
詣
、
牛
童
着
衣
重
帷
由
、

兼
時
申
之
。
予
申
常
儀
祭
比
衣
単
衣
着
歟
。
建
久
二
年
新
制
、
舎
人
牛
童
被
止
単
衣
、
仍
着
帷
候
歟
。
無
殊
新
制
者
、
単
衣
可
宜

歟
。
御
斟
酌
又
同
。
仍
被
用
単
衣
。

と
の
記
事
が
あ
る
。
賀
茂
祭
に
際
し
て
の
牛
童
の
着
衣
に
つ
い
て
九
条
道
家
か
ら
の
諮
問
に
答
え
、
源
兼
時
は
建
久
四
（
一
一
九
三
）

年
か
ら
六
年
ま
で
の
例
を
も
と
に
帷
の
着
用
を
提
案
し
た
。
対
し
て
藤
原
定
家
は
、
そ
の
着
衣
は
建
久
二
年
新
制
の
規
定
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
度
は
新
制
が
発
布
さ
れ
て
い
な
い
、
即
ち
法
的
な
規
制
が
な
い
こ
と
か
ら
、
奢
侈
の
対
象
と
な
る
は
ず
の
単

衣
で
よ
い
と
主
張
し
、
道
家
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
過
差
禁
制
が
発
布
さ
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
、
定
家
は
勿
論
、

元
摂
政
に
し
て
朝
廷
の
実
力
者
道
家
の
過
差
に
対
す
る
見
方⛁
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
花
園
天
皇
宸
記
』
元
亨
四
（
一
三

二
四
）
年
四
月
十
八
日
条
で
花
園
上
皇
は
石
清
水
・
賀
茂
行
幸
に
つ
い
て
、「
今
度
両
社
行
幸
無
制
符
。
仍
上
下
着
綾
羅
錦
繍
、
忘
倹

素
事
奢
侈
」
と
の
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
後
期
に
至
っ
て
も
奢
侈
に
流
れ
て
い
た
実
情
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
制

符
＝
過
差
禁
制
へ
の
期
待
感
も
感
じ
さ
せ
る
。
で
は
禁
制
が
発
布
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
規
制
は
守
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
実
』
嘉
元
二
（
一
三
〇
四
）
年
五
月
二
十
九
日
条
に
は
新
日
吉
社
小
五
月
会
追
行
の
記
事
が
あ
る
。
そ
の
同
日
条
中
に
記
主
三
条

実
躬
の
子
息
公
秀
が
着
用
し
た
布
衣
に
割
注
が
あ
り
、「
近
日
厳
制
。
雖
申
請
、
無
御
免
。
仍
守
制
符
如
此
」
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
近
日
厳
制
」
と
は
嘉
元
二
年
制
符
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、「
雖
申
請
、
無
御
免
」
と
の
文
言
に
着
目
し
た
い
。
実
躬
は
こ
の
行
事
を
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前
に
後
宇
多
上
皇
に
公
秀
に
関
し
制
符
の
適
用
除
外
を
願
い
出
た
も
の
の
、
そ
の
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
と
同
様
に
、
治
天
の
君
に
よ
る
規
制
対
象
者
に
対
し
て
の
恣
意
的
な
運
用
が
あ
り
得
た
こ
と
を
示
す

例
と
な
ろ
う⛂
。

ま
た
『
実
』
乾
元
元
（
一
三
〇
二
）
年
十
二
月
二
十
一
日
条
に
は
、（
30
）
項
で
引
用
し
た
記
事
に
続
け
て
「
然
而
伺

法
皇
御
方

叡
慮
処
、
可
為
如
此
之
由
、
先
日
被
仰
下
之
間
、
忠
氏
・
公
秀
如
此
用
了
。
於
以
後
者
、
猶
可
為
難
治
事
歟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

実
躬
は
発
布
さ
れ
た
禁
制
が
当
日
す
ら
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
亀
山
法
皇
の
強
い
意
志
に
も
関
わ
ら
ず
以
後
の
遵
守
は
「
難
治
」

と
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
賀
茂
祭
の
様
子
を
伝
え
る
『
妙
槐
記
』
文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
四
月
二
十
四
日
条
で
み
て

み
よ
う
。
記
主
花
山
院
諸
継
は
、
こ
の
日
の
記
事
の
割
注
に
「
近
年
人
々
皆
破
新
制
、
富
有
之
故
歟
。
於
予
者
深
守
新
制
、（
中
略
）

予
依
有
所
存
好
倹
約
」
む
と
記
し
、
過
差
の
横
行
に
皮
肉
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
た
。
朝
廷
も
禁
制
違
反
者
を
し
ば
し
ば
処
罰
し
た⛃

が
、
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
亀
山
上
皇
は
過
差
に
厳
し
い
姿
勢
を
示
し
た
。
前
述
の
『
実
』
の
記
述
に
も
上
皇
の
意
志
は
表
れ
て
い
る
が
、

他
に
も
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、（
21
）
項
で
触
れ
た
『
勘
』
弘
安
四
（
一
二
八
一
）
年
六
月
十
三
日
条

に
は
、
禁
制
制
定
の
場
に
お
い
て
「
両
貫
首
首
裾
於
御
前
被
切
棄
之
。
縡
已
為
厳
密
」
り
と
の
記
事
が
あ
る
。
蔵
人
頭
二
人
は
亀
山

の
御
前
で
「
首
裾
」
を
切
り
落
と
さ
れ
て
い
た⛄
。
同
じ
く
（
21
）
項
に
関
わ
る
『
勘
』
同
年
七
月
六
日
条
は
、
亀
山
の
法
勝
寺
御
八

講
へ
の
出
席
の
た
め
に
、
公
卿
等
が
参
院
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
こ
に
は
、

人
々
漸
参
進
。
宗
親

(藤
原
)
朝
臣
・
俊
定

(坊
城
)
早
参
、備
叡
覧
之
処
、装
束
猶
不
打
梨
、如
木
太
不
可
然
之
由
、有
勅
定
。
再
三
預
突
鼻
云
々
。

其
後
供
奉
人
皆
参
之
処
、
以
奉
行
人
被
仰
下
云
、
装
束

(破
)守

(マ
ヽ
)制
符
猶
有
如
木
之
輩
、
兼
日
面
々
被
仰
下
之
処
、
猶
違
犯
太
不
可
然
。
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慥
可
着
改
之
由
、
一
同
有
其
沙
汰
。
其
後
被(又

)仰
下
云
、
於
存
如
木
之
由
輩
者
、
可
止
供
奉
。
更
不
可

御
事

闕
、
再
三
被
仰
之
処
、
猶

違
犯
。
心
操
被
察
思
食
□(之

)由
、
厳
密
被
仰
下
、
及
御
逆
鱗
。
尤
謹
慎
之
外
無
他
也(者

)也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
亀
山
は
、
制
符
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
厳
し
く
叱
責
し
、
処
罰
と
し
て
違
反
者
の
供
奉
を
停
止
し
た
。

同
項
の
注
記
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
当
時
朝
廷
内
は
蒙
古
襲
来
の
報
を
受
け
緊
張
感
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
影
響
が
作
用

し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、「
縡
已
為
厳
密
」
や
「
再
三
預
突
鼻
」・「
及
御
逆
鱗
」
な
ど
の
文
言
か
ら
は
、
過
差
停
止
に
対
す
る
亀
山
上

皇
の
強
い
決
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
亀
山
院
政
の
も
と
で
は
公
事
用
途
自
体
に
も
倹
約
の
観
点
に
立
っ
た
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。『
勘
』
弘
安
七
年
十
月

十
六
日
条
に
は
、

次
一
年
中
公
事
用
途
過
分
事
、
有
御
沙
汰
。
帥
卿

(藤
原
経
任
)・
民
部
卿

(
源
雅
言
)
・
二
条
前
中
納
言

(
藤

原

頼

親

)

三
人
祗
候
。
頭
卿

(平
忠
世
)・
頭
中
将

(藤
原
公
敦
)
・
職
事
三
人
予
、

定
光

(藤
原
)

仲兼

等
同
祗
候
。
出
納
小
舎
人
等
皆
参
。
元
三
替
物
已
下
、
一
年
中
公
事
用
途
帳
一
巻
注
進
。
就
之
重
々
被
勘
定
。
今
日

(先
)五
節
頭
卿

奉
行
、・

臨
時
祭
頭
中
将

奉
行
、

。
此
二
个
条
大
略
治
定
云
々
。

と
の
記
述
が
あ
る
。
正
月
か
ら
の
年
間
行
事
の
節
約
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
公
事
用
途
帳
に
基
づ
き
「
勘
定
」
し
、
こ
れ
を
基
礎

に
行
事
ご
と
の
用
途
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
記
事
中
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
五
節
と
臨
時
祭
は
翌
月
に
予
定
さ
れ
て
こ
と
に

よ
る
も
の
か
、
こ
の
場
で
担
当
者
を
定
め
て
い
た
。
こ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、（
24
）
項
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
五
節
を
対
象
と
し
た
過

差
禁
制
を
発
布
し
て
も
い
た⛅
。
こ
の
よ
う
に
亀
山
院
政
下
で
は
、
倹
約
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
新
制
や
過
差
禁
制
を
し
ば
し
ば
発

布
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
そ
の
執
行
体
制
を
整
え
、
違
反
者
に
対
す
る
厳
し
い
処
罰
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る⛆
。

本
節
の
最
後
に
、
過
差
禁
制
と
幕
府
御
家
人
と
の
関
わ
り⛇
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
嘉
元
二
年
三
月
に
は
、（
33
）
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項
の
嘉
元
二
年
令
が
発
布
さ
れ
る
。
そ
し
て
翌
四
月
十
五
日
に
賀
茂
祭
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
伝
え
る
『
実
』
同
日
条
に
よ
り
、
同

法
令
の
適
用
事
例
を
幾
つ
か
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
が
検
非
違
使
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
制
符
を
収
載
す

る
『
中
法
資
』
四
八
〇
条
の
事
実
書
に
よ
る
と
、
検
非
違
使
下
部
の
装
束
は
「
付
物
種
々
風
流
停
止
之
」
以
下
を
禁
止
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
同
日
記
に
は
、「
各
下
部
装
束
・
付
物
等
守
制
符
。
関
東
検
非
違
使
等
非
此
限
、
金
銀
布
絹
之
類
多
付
之
。
而
景
国
又

如
此
。
不
可
然
之
由
、
有
其
沙
汰
」
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
記
事
中
で
は
五
位
尉
と
し
て
五
名
の
名
を
挙
げ
つ
つ
、
そ
の
中
の
二
階

堂
忠
貞
・
二
階
堂
貞
藤
・
宇
佐
美
祐
行
と
い
う
三
名
の
幕
府
有
力
者
の
過
差
に
つ
い
て
は
、「
非
此
限
」
ず
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
事

に
関
す
る
『
大
日
本
古
記
録
』
の
標
出
は
、「
幕
府
検
非
違
使
装
束
ニ
就
イ
テ
制
符
ヲ
守
ラ
ズ
」
と
し
、
違
反
行
為
と
理
解
し
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
幕
府
関
係
者
は
規
制
の
対
象
外
と
解
釈
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
続
く

「
而
景
国
又
如
此
。
不
可
然
之
由
、有
其
沙
汰
」り
と
い
う
記
述
を
参
看
し
た
い
。
朝
廷
関
係
者
の
多
く
が
禁
制
を
遵
守
し
た
な
か
で
、

六
位
尉
平
景
国
は
違
反
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
経
過
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
処
罰
さ
れ
て
い
る
。

制
符
違
犯
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
幕
府
関
係
者
で
あ
っ
て
も
処
罰
対
象
と
な
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
日

の
彼
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
五
位
尉
就
任
者
と
し
て
行
列
に
参
加
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る⛈
。
こ
こ
か
ら
は
朝
廷
が
発
布
し
た
制
符
＝
過

差
禁
制
の
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
明
記
さ
れ
た
朝
廷
（
場
合
に
よ
っ
て
は
僧
侶
な
ど
も
含
め
）
関
係
者
に
限
定
し
て
い
た
可

能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
で
は
僅
か
一
例
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
敷
衍
で
き
る
の
か
に
つ
い

て
は
課
題
を
残
す
が
、
朝
廷
と
幕
府
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
見
逃
せ
な
い
問
題
の
一
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

第
一
節
に
お
い
て
、
鎌
倉
時
代
に
朝
廷
が
発
布
し
続
け
た
過
差
禁
制
の
析
出
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
制
を
含
め
四
十
二
法
令

の
存
在
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
今
後
も
蓄
積
し
て
い
く
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。

ま
た
第
二
節
で
は
、
前
節
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同
法
令
か
ら
く
み
取
れ
る
諸
側
面
に
言
及
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ま

た
未
解
明
な
と
こ
ろ
を
多
々
残
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
課
題
を
抱
え
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
擱
筆
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

【
注
】⑴

新
制
に
つ
い
て
は
、
水
戸
部
正
男
氏
『
公
家
新
制
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）、
稲
葉
伸
道
氏
「
新
制
の
研
究
」（『
史
学
雑
誌
』

九
六
編
一
号
所
収
、
一
九
八
七
年
）、
及
び
拙
著
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
第
一
部
な
ど
参
照
。

な
お
本
稿
で
は
、
各
新
制
に
言
及
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
「
発
布
年
＋
令
」
を
も
っ
て
表
記
す
る
。

⑵

前
掲
注
⑴
拙
著
第
一
部
第
一
章
（
初
出
は
一
九
九
二
年
）
参
照
。

⑶

下
郡
剛
氏
『
後
白
河
院
政
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
所
収
の
「
付
論
」
及
び
同
氏
「
後
白
河
院
政
期
新
制
の
条
文
復
元
」

（『
日
本
歴
史
』
六
二
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。

⑷

遠
藤
基
郎
氏
「
過
差
の
権
力
論
」（
服
藤
早
苗
氏
編
『
王
朝
の
権
力
と
表
象
』
所
収
、
森
話
社
、
一
九
九
八
年
）
は
、
平
安
時
代
の
過
差

及
び
そ
の
禁
制
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
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⑸

前
掲
拙
著
第
一
部
末
尾
の
別
表
2
参
照
。

⑹

過
差
規
制
を
『
勘
』
に
基
づ
き
五
分
類
し
た
理
由
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
同
書
同
月
二
十
一
日
条
に
は
院
評
定
に
お
い
て
「
去
年
制

符
固
可
守
之
由
有
沙
汰
」
り
と
伝
え
、
前
年
発
令
さ
れ
た
弘
安
八
年
令
遵
守
の
方
針
が
改
め
て
打
ち
出
さ
れ
、
そ
の
執
行
の
た
め
に
「
制

符
奉
行
」
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
こ
の
分
類
は
、「
制
符
」＝
弘
安
八
年
令
中
の
過
差
関
係
条
文
に
合
わ
せ
た
分
担
を
示
す
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
条
文
自
体
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
過
差
禁
制
の
分
類
の
基
本
を
表
す
と
判
断
し
採
用
し
た
。

⑺

例
え
ば
『
葉
』
寛
元
四
〈
一
二
四
六
〉
年
五
月
十
三
日
条
な
ど
。

⑻

佐
藤
進
一
氏
他
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
（
岩
波
書
店
。
な
お
以
下
『
中
法
資
』
と
略
称
）
所
収
。

⑼

日
付
は
、
下
郡
氏
前
掲
注
⑶
論
文
に
従
う
。

⑽

こ
の
意
見
封
事
に
つ
い
て
は
、
奥
田
環
氏
「
九
条
兼
実
と
意
見
封
事
」（『
川
村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
号
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

⑾
『
玉
葉
』
文
治
三
年
十
月
二
十
九
日
条
参
照
。

⑿

例
え
ば
本
文
中
の
「
舞
人
已
下
当
色
不
可
改
着
」
事
や
「
衛
府
所
従
可
被
減
事
并
両
社
行
幸
供
奉
之
輩
、
所
従
不
可
着
装
束
事
」（『
玉

葉
』
同
月
三
日
条
）
と
い
う
、
衣
裳
や
従
類
員
数
に
関
す
る
条
文
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
「
文
治
三
年
新
制
」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。『
玉
葉
』
同
年
十
二
月
二
日
条
に
は
、
兼
実
が
親
経
に
「
新
制
之
間
事
等
也
七
ヶ

条
也

」
を

仰
せ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
依
拠
し
、
七
ヶ
条
の
新
制
が
こ
の
日
発
布
さ
れ
た
と
理
解
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
文
言
中

の
「
事
等
」
の
語
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
記
事
は
新
制
を
含
め
た
（
或
い
は
新
制
に
関
連
し
た
）
七
項
目
を

親
経
に
伝
え
た
と
解
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
項
の
過
差
禁
制
と
文
治
三
年
令
と
の
関
連

に
つ
い
て
若
干
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

五
八

鎌倉期朝廷の過差禁制について



新
制
の
語
は
、
行
幸
後
の
『
玉
葉
』
同
年
十
一
月
九
日
条
・
二
十
九
日
条
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
三
十
日
条
に
よ
る
と
新
制
に

関
す
る
議
定
も
行
わ
れ
て
い
た
。
本
項
中
で
触
れ
た
よ
う
に
、
十
一
月
四
日
に
行
幸
時
を
含
め
た
過
差
禁
制
を
発
布
し
て
い
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
審
議
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か（
下
郡
氏
は
前
掲
注
⑶
論
文
に
お
い
て
、

禁
制
中
の
文
言
の
修
正
に
関
連
す
る
記
事
と
解
し
た
）。
ま
ず
は
同
日
記
の
同
月
三
日
条
の
「
意
見
之
中
、
過
差
事
、
且
可
被
忩
仰
下
。
但

先
行
幸
以
前
、
衛
府
所
従
可
被
減
事
并
両
社
行
幸
供
奉
之
輩
、
所
従
不
可
着
装
束
事
、
尤
可
被
忩
仰
下
也
」
と
の
記
事
に
着
目
し
た
い
。

意
見
状
に
は
様
々
な
提
案
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
う
る
が
、
そ
の
中
か
ら
過
差
関
係
に
絞
っ
て
ま
ず
は
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
、
な
か
で
も
間
近
に
迫
っ
て
い
た
行
幸
の
際
の
過
差
規
制
を
優
先
し
、「
忩
」
ぎ
定
め
る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
こ
の

行
事
の
終
了
後
に
な
っ
て
、
再
び
意
見
状
に
基
づ
く
過
差
法
を
中
心
と
す
る
新
制
の
策
定
作
業
が
継
続
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
即
ち
こ
の

年
に
は
、
本
項
で
触
れ
た
過
差
禁
制
と
、
別
途
文
治
三
年
新
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。
新
制
を
含
め
同
年
中
に
過
差
関
係
の

禁
令
が
複
数
発
布
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
第
二
節
参
照
）。

と
こ
ろ
で
下
郡
氏
は
、
翌
文
治
四
年
の
過
差
規
制
の
適
用
例
に
検
討
を
加
え
、
本
項
の
法
令
と
し
て
装
束
過
差
禁
止
・
賀
茂
祭
過
差
禁

止
・
従
者
員
数
過
差
禁
止
と
い
う
三
項
目
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
た
（
同
氏
前
掲
注
⑶
論
文
及
び
同
注
著
書
所
収
の
「
付
論
」
参
照
）。
こ

れ
ら
の
内
容
を
み
る
と
、
行
幸
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
規
制
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
か
つ
前
述
の
文
治
三
年
令
の
制
定
過
程

の
検
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
項
目
の
制
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
本
項
の
日
付
十
一
月
四
日
な
の
か
或
い
は
十
二
月
前
半
と
す
べ

き
な
の
か
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
永
井
英
治
氏
は
こ
の
新
制
の
条
文
と
し
て
、
過
差
禁
止
条
文
の
ほ
か
に
も
、
利
息
制
限
条
項
・
殺
生
禁
断
条
項
の
存
在
を
指
摘
し

た
（
同
氏
「
鎌
倉
前
期
の
公
家
訴
訟
制
度
」、『
年
報

中
世
史
研
究
』
十
五
号
、
一
九
九
〇
年
）。
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
新
制
は
過
差
規
制

五
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の
み
と
い
え
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
本
稿
の
対
象
か
ら
は
外
し
た
。

建
久
年
間
に
お
け
る
過
差
規
制
の
適
用
事
例
と
し
て
は
、『
玉
葉
』
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
一
月
十
八
日
条
・
同
年
九
月
二
日
条
・
同

七
年
三
月
二
日
条
及
び
『
明
月
記
』（
国
書
刊
行
会
）
同
九
年
二
月
十
四
日
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
付
宣
旨
（
以

下
建
久
Ⅱ
令
と
略
称
）
に
依
拠
し
た
と
す
べ
き
か
、
或
い
は
別
途
個
別
過
差
禁
制
の
発
布
を
想
定
す
べ
き
か
不
詳
で
あ
る
。
仮
り
に
前
者

と
す
れ
ば
、
他
の
新
制
と
比
較
し
て
異
例
と
も
い
え
る
七
年
後
に
至
っ
て
も
有
効
性
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

⒀

以
上
『
玉
蘂
』（
今
川
文
雄
氏
校
訂
、
思
文
閣
出
版
）
当
該
日
条
参
照
。
な
お
同
日
記
同
年
三
月
十
四
日
条
の
院
最
勝
講
初
日
の
記
事
中

の
「
著
束
帯
」
の
語
に
は
「
依
新
制
不
著
如
衣
(マ
ヽ
)

、
装
束
如
直
衣
也
」
と
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
文
中
で
触
れ
た
建
暦
二
年
令
に
先

行
し
た
日
付
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同
新
制
と
は
異
な
る
法
令
の
発
布
と
み
る
か
、
或
い
は
先
ん
じ
て
の
適
用
事
例
と
す
べ
き
な
の
か
、
判

断
で
き
な
い
。
よ
っ
て
参
考
と
し
て
注
記
す
る
。

渡
邉
正
男
氏
「
鞠
韈
可
有
程
品
事
」（『
年
報

中
世
史
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
承
元
五
（
一
二
一
一
）
年
閏
正
月
二
十
一

日
に
定
め
ら
れ
た
蹴
鞠
で
使
用
さ
れ
る
韈
に
関
す
る
規
定
が
「
新
制
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
新
制
の
語
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
べ
き
か
、
同
氏
も
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
過
差
禁
制
と
い
う
視
点
も
加
え
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⒁

以
上
『
野
槐
服
飾
抄
』（『
続
群
書
類
従
』
一
一
輯
下
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
）
中
の
「
女
院
春
日
御
幸
」
参
照
。
こ
の
記
事
は
本
文

中
の
公
継
の
日
記
に
よ
る
。

⒂
『
明
月
記
』
同
三
年
一
月
一
日
条
中
の
「
紫
匂
衣
（
割
中
略
）、
紅
単
衣
・
紅
打
山
吹
表
襲
・
萌
木
唐
衣
」
の
記
事
に
、「
去
年
新
制
元
三

可
著
一
具
」
し
と
の
割
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、
前
年
中
に
こ
の
年
の
正
月
を
対
象
と
し
た
衣
裳
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

⒃

以
上
『
民
』
そ
れ
ぞ
れ
当
該
日
条
所
収
。
同
日
記
十
六
日
・
十
八
両
日
条
に
も
関
連
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
十
四
日
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条
所
収
の
綸
旨
中
の
「
近
日
依
飢
饉
事
、
所
有
倹
約
之
沙
汰
也
」
と
の
文
言
で
あ
る
。
前
年
か
ら
続
く
寛
喜
の
飢
饉
を
強
く
意
識
し
た
禁

制
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
十
一
月
三
日
に
は
新
制
（
寛
喜
三
年
令
）
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
制
定
作
業
は
同
年
五
月
三
日
の
九
条

道
家
邸
で
の
「
内
々
評
定
」
を
史
料
的
初
見
と
し
、
同
月
十
二
日
以
降
動
き
が
本
格
化
し
た
（『
民
』
そ
れ
ぞ
れ
当
該
日
条
参
照
）。
本
項

は
、
新
制
審
議
中
の
発
布
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
先
行
す
る
形
で
発
布
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
但
し
本
項
中
の
「
従
僧
童
子
員
数
」
に

お
け
る
規
制
内
容
は
、
同
新
制
一
五
条
と
は
異
な
る
。

⒄

前
掲
注
⑴
稲
葉
論
文
参
照
。

⒅

同
じ
く
前
掲
注
⑴
稲
葉
論
文
参
照
。

⒆
『
歴
代
残
闕
日
記

十
五
冊
』（
臨
川
書
店
）
所
収
。
こ
こ
は
、『
花
山
院
通
雅
公
記
』
を
も
と
に
し
て
い
る
。
な
お
同
日
記
は
七
月
の
こ

と
と
す
る
が
、『
大
日
本
史
料
』
綱
文
の
同
年
十
月
二
十
一
日
条
に
従
う
。

⒇

本
項
に
関
連
す
る
も
の
に
、『
経
俊
卿
記
』
翌
日
条
の
「
昨
日
沙
汰
未
落
□(居
歟
)」
と
の
記
事
が
あ
り
、「
人
々
僮
僕
事
」
が
奏
聞
さ
れ
て
い

た
。ま

た
同
年
に
は
先
ん
じ
て
七
月
に
建
長
五
年
令
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
同
新
制
中
に
過
差
関
係
条
文
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
今

出
川
相
国
記
』（
仙
洞
移
徒
部
類
記
』
上
巻
所
収
）
同
年
八
月
二
十
八
日
条
の
「
鞍
」
の
語
に
「
新
制
造
楚
鞦
」
と
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
確
実
で
あ
る
。
但
し
本
項
と
の
関
連
は
未
詳
。

⚦
『
新
抄
』（『
続
史
籍
集
覧
』
第
一
冊
所
収
、
臨
川
書
店
）
文
永
二
年
十
二
月
二
十
六
日
条
に
は
「
仙
洞
御
評
定
。
修
徳
政
可
消
彗
星
之
災
、

撫
民
倹
約
事
」
と
あ
り
、
翌
日
条
に
も
「
撫
民
倹
約
事
。
可
進
意
見
之
由
□
□
□
仰
云
々
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
禁
制
の
発
布
に
ま
で
至
っ

た
か
に
つ
い
て
は
他
に
所
見
な
く
不
明
な
た
め
、
参
考
と
し
て
注
記
す
る
。
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⚧
『
勘
』
同
年
十
二
月
二
十
二
日
条
に
は
、
啓
仁
親
王
の
御
行
始
に
関
わ
る
記
事
が
あ
り
、
雑
色
の
割
注
に
「
各
不
着
下
袴
。
今
度
別
仰
也
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
今
度
」
以
下
に
着
目
す
る
と
、
禁
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
た
め
、
注
記
す
る
。

⚨

本
稿
で
は
、
過
差
禁
制
は
本
来
的
に
時
限
的
な
性
格
を
持
つ
と
の
視
点
に
基
づ
き
立
論
し
て
い
る
。
し
か
る
に
本
項
は
二
行
事
に
適
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
矛
盾
を
生
じ
か
ね
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。
先
に
結
論
を
述
べ
れ

ば
、
本
項
は
徳
政
策
と
し
て
の
法
令
即
ち
過
差
法
の
み
で
構
成
さ
れ
た
新
制
と
し
て
発
布
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
本
文
中
で
触

れ
た
よ
う
に
、
祭
礼
で
あ
る
祇
園
御
霊
会
と
法
会
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
対
象
と
な
っ
た
行
事
の
性
格
は
異
な
っ
て
い
る
。
且

つ
前
者
で
は
行
列
に
お
け
る
龓
の
停
止
、
後
者
で
は
装
束
の
規
制
と
い
う
よ
う
に
、
規
制
内
容
に
も
相
違
が
あ
り
、
こ
の
法
令
は
多
様
な

行
事
へ
の
対
応
を
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
制
定
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
勘
』
同
月
九
日
条
に
「
倹
約
制
符
議
定
」
が
行
わ
れ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
次
い
で
本
文
中
で
触

れ
た
十
三
日
の
「
院
評
定
倹
約
御
沙
汰
」
に
お
い
て
禁
令
は
制
定
さ
れ
た
。
記
録
類
に
記
さ
れ
る
「
制
符
議
定
」
の
語
は
新
制
の
審
議
を

示
す
こ
と
が
多
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
（
後
掲
注
（
25
）
も
参
照
）。
さ
ら
に
想
起
し
た
い
の
が
、
こ
の
頃
の
情
勢
で
あ
る
。
朝
廷
は
元
来

襲
へ
の
危
機
感
か
ら
、前
年
よ
り
し
ば
し
ば
異
国
降
伏
を
祈
禳
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
年
六
月
一
日
に
来
襲
の
報
告
が
京
都
に
伝
わ
り
、

こ
れ
を
受
け
四
日
に
祈
禱
が
行
わ
れ
（
以
上
『
勘
』
当
該
日
条
参
照
）、
さ
ら
に
十
八
日
以
降
は
連
日
続
け
る
こ
と
に
し
た
（『
勘
』
六
月
十

四
日
条
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
朝
廷
は
緊
張
感
に
包
ま
れ
る
な
か
で
本
項
を
制
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
法
は
、
単

行
法
令
的
な
過
差
禁
制
と
い
う
よ
り
も
、「
攘
災
」
を
意
図
し
た
徳
政
策
の
一
つ
と
し
て
の
新
制
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
勘
』

同
月
三
日
条
に
は
、
一
日
の
急
報
を
受
け
て
「
依
異
国
事
、
被
行
評
定
」
る
と
の
記
事
が
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
場

に
お
い
て
慌
し
く
対
応
策
を
審
議
し
、
御
祈
な
ど
と
と
も
に
新
制
策
定
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
と
考
え
て
み
た
い
。
元
軍
撤
退
後
の
閏
七
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月
十
七
日
付
宣
旨
で
は
、「
今
月
朔
日
暴
風
上
波
、是
則
神
鑑
之
応
護
也
。
賊
船
定
漂
没
歟
。
然
間
弥
施
栗
陸
之
徳
化
、猶
仰
藍
谷
之
冥
助
」

ぐ
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
に
つ
い
て
も
徳
化
＝
徳
政
の
展
開
を
誓
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
前
述
の
『
勘
』
六
月
十
三
日
条
及

び
七
月
六
日
条
は
、
と
も
に
亀
山
上
皇
に
よ
り
厳
し
い
処
罰
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
（
次
節
三
も
参
照
）。
ま
た
六
月
十
四
日
条

に
は
「
誠
第
一
之
倹
約
歟
」
と
の
記
主
勘
解
由
小
路
兼
仲
の
感
慨
も
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
は
徳
政
の
実
行
に
対
す
る
天
答
へ
の
期

待
が
表
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

時
期
は
溯
る
が
、
弘
安
元
年
五
月
七
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
院
最
勝
講
の
証
義
兼
講
師
の
請
文
を
提
出
し
た
東
大
寺
僧
宗
性
へ
の
参
議

某
の
返
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
同
年
四
月
二
十
七
日
付
「
参
議
某
書
状
案
」、
東
大
寺
所
蔵
慈
恩
会
精
義
用
意
抄
第
一
裏
文
書
、
竹
内
理
三

氏
編
『
鎌
倉
遺
文
』、
東
京
堂
出
版
、
一
三
〇
三
二
号
所
収
）。
こ
こ
に
は
「
行
粧
事
、
先
日
且
不
定
申
了
。
可
守
制
符
之
由
、
定
被
仰
下
歟
」

と
の
文
言
が
あ
り
、
院
最
勝
講
当
日
に
は
間
に
合
う
よ
う
禁
制
の
制
定
作
業
を
進
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
発
布
に
至
っ
た
か
は
不
明

瞭
で
あ
り
注
記
に
と
ど
め
る
。
同
年
の
最
勝
講
は
、
石
清
水
八
幡
宮
や
日
吉
神
社
の
神
輿
の
入
洛
な
ど
に
よ
る
混
乱
の
た
め
か
延
期
と
な

り
、
十
月
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
（
以
上
『
一
代
要
記
』、『
改
定

史
籍
集
覧
』
第
一
冊
、
臨
川
書
店
、
参
照
）。

⚩

本
項
の
一
月
後
と
な
る
中
御
門
経
任
の
日
記
『
経
任
卿
記
』（『
歴
代
残
闕
日
記
』
第
十
五
冊
所
収
）
弘
安
六
年
三
月
十
五
日
条
は
、
石
清

水
八
幡
宮
の
臨
時
祭
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
随
身
の
衣
裳
や
雑
色
員
数
に
つ
い
て
、「
依
新
制
」・「
有
制
符
」
と
の
文
言
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
両
語
は
、
本
項
を
指
す
の
か
、
或
い
は
別
途
の
法
令
か
、
さ
ら
に
は
本
文
中
の
「
恒
例
式
」
と
の
関
連
を
考
慮
す
べ
き

な
の
か
も
含
め
、
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。

⚪
『
勘
』
同
年
閏
四
月
二
十
一
日
条
の
「
倹
約
事
可
有
御
沙
汰
」
し
と
の
記
事
が
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

⚫
『
勘
』
永
仁
二
年
正
月
二
十
四
日
条
に
は
、「
今
日
有
制
符
議
定
、
可
被
載
之
編
目
等
、
今
日
被
治
定
。
執
柄
(近
衛
家
基
)
相
国
(鷹
司
基
忠
)已
下
参
仕
云
々
。
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仰
詞
俊
光
(日
野
)
朝
臣
可
染
筆
云
々
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
前
年
十
二
月
か
ら
続
け
ら
れ
た
制
符
の
制
定
作
業
が
こ
の
日
終
了
し
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
過
差
法
に
限
定
で
き
る
か
不
明
の
た
め
、
注
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

⚬
『
吉
続
記
』
同
月
二
十
七
日
条
に
は
「
殿
下
五
節
所
、
内
々
被
出
櫛
云
々
。
櫛
停
止
之
後
殊
為
珍
」
す
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
を

参
照
す
る
と
、
資
財
雑
具
規
制
が
同
時
に
定
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

⚭

こ
の
規
制
は
、（
30
）
項
と
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
の
関
連
は
不
明
。
な
お
『
実
』
同
日
条
は
、
制
符
を
破
っ
た
源
光
忠
が
処
罰
さ
れ
た

こ
と
を
伝
え
る
。

⚮
「
正
応
五
年
制
符
」
と
は
、
正
応
五
年
七
月
一
日
に
発
布
さ
れ
た
新
制
（
正
応
五
年
令
）
と
推
測
さ
れ
る
。『
中
法
史
』
補
註
（
25
）
は
、

こ
の
書
状
を
制
符
発
布
時
の
「
添
状
案
文
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⚯
『
中
法
資
』
五
三
三
～
三
八
条
は
前
欠
・
後
欠
の
文
書
（「
成
簣
堂
古
文
書
」）
で
あ
る
が
、
こ
の
制
符
の
篇
目
の
一
部
と
な
る
。『
園
』
貞

和
二
年
十
二
月
二
十
三
日
条
所
収
の
中
原
師
茂
書
状
も
参
照
。

⚰
『
続
史
愚
抄
』
正
慶
元
年
四
月
二
十
七
日
条
に
は
、「
於
常
盤
井
殿
院
御

所
、

、
有
徳
政
評
定
。
関
白
(鷹
司
)冬
教

已
下
上
達
部
五
人
参
仕
。
可
被
用
正
応
正

和
制
符
旨
治
定
」
す
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
同
日
の
院
評
定
に
お
い
て
、
正
応
と
正
和
の
制
符
を
法
源
と
し
て
発
布

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本
項
と
右
記
史
料
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
。
二
ヶ
月
足
ら
ず
の
間
に
立
て
続
け
に
制
符
が
発
布
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
花
園
天
皇
宸
記
』
同
年
五
月
十
一
日
条
に
は
、「
評
定
如
例
、
有
倹
約
沙
汰
」
り
と
記
さ
れ
て
お
り
、

倹
約
令
を
議
題
と
し
た
評
定
が
両
法
令
と
の
間
に
位
置
す
る
五
月
に
も
依
然
開
か
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
別
途
の
法
と
み
る
か
、

将
又
四
月
以
降
も
審
議
が
継
続
さ
れ
六
月
に
至
っ
て
結
着
し
制
定
さ
れ
た
と
す
べ
き
か
、
両
様
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
私
見
は
、
一
旦
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は
正
応
・
正
和
の
制
符
の
再
施
行
を
決
め
た
が
、
そ
の
後
理
由
は
不
明
だ
が
、
審
議
は
継
続
さ
れ
、
結
局
六
月
に
至
り
発
令
さ
れ
た
と
み

る
。
本
文
中
で
触
れ
た
『
園
太
暦
』
中
の
書
状
も
六
月
の
法
令
の
み
触
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

⚱

前
掲
注
⑴
拙
著
第
一
部
第
一
章
参
照
。

⚲

但
し
（
1
）
項
と
（
2
）
項
と
の
中
間
と
な
る
建
久
二
（
一
一
九
一
）
年
に
は
新
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。

⚳
（
16
）
項
と
建
長
五
年
令
、（
27
）
項
と
（
28
）
項
、（
37
）
項
と
（
38
）
項
、（
40
）
項
と
（
41
）
項
で
あ
る
。
な
お
（
16
）
項
は
行
幸
、

（
37
）
項
と
（
40
）
項
は
院
最
勝
講
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
二
つ
の
行
事
に
つ
い
て
は
新
制
の
条
文
と
し
て
規
定
さ
れ
る

こ
と
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
（
後
掲
注
（
36
）
参
照
）、
同
一
年
中
に
法
令
が
別
途
発
令
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
（
28
）
項
は
早
く
か
ら
新
制
中
で
規
制
さ
れ
て
き
た
五
節
に
関
す
る
禁
制
と
な
る
。
但
し
同
年
の
新
制
条
文
は
過

差
法
な
の
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
詳
。
新
制
が
三
月
、
過
差
禁
制
が
十
一
月
と
い
う
発
布
時
期
の
差
や
新
制
の
有
効
性
の
問

題
な
ど
を
想
定
し
う
る
が
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
え
な
い
。

⚴

し
か
し
な
が
ら
全
て
の
過
差
禁
制
が
一
行
事
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
（
21
）
項
は
翌
月
の
法
会
に
際
し
て

も
効
力
を
有
し
て
い
た
。
但
し
こ
の
法
に
つ
い
て
は
前
掲
注
⚨
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
新
制
の
可
能
性
を
残
す
。
ま
た
（
30
）
項
も
、
そ

の
後
の
規
制
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

⚵

最
勝
講
に
つ
い
て
は
新
制
の
事
実
書
中
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
建
久
Ⅱ
令
一
一
条
の
「
可
糺
定
上
下
諸
人
衣
服
員
数
并

服
飾
過
差
事
」
中
に
は
、「
元
三
及
最
勝
講
間
、
后
宮
打
出
不
可
改
替
、
以
一
具
可
用
之
」
し
と
の
事
実
書
が
あ
る
。
こ
の
規
定
は
文
永
十

年
令
ま
で
確
認
で
き
る
。
但
し
本
節
の
二
で
論
ず
る
が
、
建
久
Ⅱ
令
段
階
は
内
裏
で
の
最
勝
講
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
新
制
条

文
に
つ
い
て
は
、
内
裏
・
院
さ
ら
に
は
両
方
と
い
う
三
通
り
を
想
定
し
う
る
が
不
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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⚶
（
6
）
項
参
照
。
ま
た
弘
安
元
年
閏
十
月
二
十
日
「
宗
守
書
状
某
勘
返
状
」（「
東
寺
百
合
外
」、『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
二
三
一
号
所
収
）
に
、

「
又
為
大
帷
候
歟
」
に
「
為
新
制
者
、
大
帷
候
歟
」
と
の
傍
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
実
』
嘉
元
二
年
十
月
条
紙
背
文
書
「
15
ウ
」

な
ど
も
参
照
。

⚷

遠
藤
氏
前
掲
注
⑷
論
文
参
照
。

⚸

な
お
前
代
に
多
か
っ
た
相
撲
節
会
に
対
す
る
規
制
は
、
こ
の
節
会
自
体
が
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
を
も
っ
て
廃
絶
し
た
こ
と
に
よ
り
、

鎌
倉
中
期
以
降
に
な
り
消
失
し
た
（
吉
田
早
苗
氏
「『
中
右
記
部
類
』
と
相
撲
」、『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
八
号
、
一
九
九
八

年
、
参
照
）。

⚹

前
出
の
『
公
』
正
和
四
年
五
月
二
十
三
日
条
参
照
。
な
お
『
葉
』
宝
治
元
年
三
月
十
一
日
条
に
は
記
主
葉
室
定
嗣
が
提
出
し
た
「
夏
間

蔵
人
方
恒
例
公
事
用
途
事
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
夏
期
の
朝
廷
の
主
要
行
事
と
し
て
、
四
月
一
日
鋪
設
・
賀
茂
祭
・
最
勝
講
と
い
う
三

行
事
を
記
し
て
い
る
。

⚺

石
清
水
・
賀
茂
の
行
幸
に
つ
い
て
は
「
未
見
先
符
」
ず
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
注
⑴
拙
著
第
一
部
第
一
章
三
三
頁
で
触
れ
た
よ
う
に
、

永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
九
月
二
十
八
日
に
は
両
社
へ
の
行
幸
に
際
し
て
衣
裳
規
制
が
発
布
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
も
行
幸
の
際
の
過

差
禁
令
は
存
在
す
る
（
同
右
拙
著
第
一
部
別
表
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
両
社
行
幸
を
対
象
と
し
た
規
制
は
過
去
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
に

も
関
わ
ら
ず
こ
こ
で
の
兼
実
・
親
経
の
懸
念
が
、
行
幸
を
名
指
し
し
た
規
制
を
新
た
に
制
定
す
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
条
文
の
内
容

自
体
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
、
分
か
り
に
く
い
点
が
残
る
が
、
本
文
中
で
は
前
者
と
判
断
し
記
述
し
た
。

鎌
倉
時
代
の
新
制
に
は
、
行
幸
を
名
指
し
し
た
条
文
自
体
な
い
。
仮
に
そ
の
種
行
事
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
衣
裳
や
従

類
な
ど
の
過
差
関
係
条
文
を
援
用
し
て
の
規
制
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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⚻

次
な
る
石
清
水
八
幡
宮
及
び
賀
茂
神
社
へ
の
両
社
行
幸
は
間
を
置
い
た
建
久
七
年
に
行
わ
れ
た
（『
玉
葉
』
同
年
十
月
二
十
五
日
条
及
び

十
一
月
五
日
条
そ
れ
ぞ
れ
参
照
）。

⚼

時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
た
五
節
に
は
禁
令
が
発
布
さ
れ
て
い
た
（〈
18
〉
項
参
照
）。
即
ち
十
四
日
に
五
節
、
十
六
日
に
は
大
嘗
会
が
そ
れ

ぞ
れ
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
行
事
の
日
程
は
近
接
し
て
い
た
。
こ
れ
が
後
者
に
関
す
る
禁
制
発
布
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
日
記
『
経
俊
卿
記
』
に
は
、
大
嘗
会
に
つ
い
て
豊
富
な
記
事
を
載
せ
る
が
、
倹
約
や
過
差
関
係
の
記
述
は

み
ら
れ
な
い
。

⚽

以
上
『
葉
』
寛
元
四
年
十
一
月
二
十
五
日
条
参
照
。
ま
た
『
勘
』
正
応
元
年
九
月
二
五
日
条
に
も
、「
御
禊
行
幸
官
方
用
途
于
今
無
其
足

之
間
、
行
事
弁
所
奏
聞
也
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

⚾

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
朝
廷
の
公
事
用
途
の
調
達
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
郷
恵
子
氏
『
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
第
二
部
第
一
章
な
ど
参
照
。

⚿

遠
藤
氏
前
掲
注
⑷
論
文
参
照
。

⛀

ま
た
新
制
の
制
定
に
際
し
て
で
は
あ
る
が
『
新
抄
』
中
に
は
「
撫
民
倹
約
」
と
の
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
注
⒆
参
照
）。

⛁

こ
こ
で
過
差
禁
制
及
び
新
制
に
お
け
る
摂
関
・
摂
関
家
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
但
し
過
差
規
制
に
お
い
て
は
、

既
述
し
た
よ
う
に
そ
の
内
容
自
体
が
判
明
す
る
法
令
が
乏
し
い
た
め
、
新
制
に
限
定
し
触
れ
る
。
新
制
中
で
は
「
執
柄
」
又
は
「
執
柄
家
」

と
し
て
、
建
久
Ⅱ
令
の
一
五
条
、
寛
喜
三
年
令
に
五
条
項
（
一
一
条
に
二
ヵ
所
及
び
一
五
・
一
六
・
一
八
各
条
）、
文
永
十
年
令
に
二
ヵ
条

（
九
・
一
一
各
条
）、
そ
し
て
嘉
元
二
年
令
に
一
ヵ
条
（『
中
法
資
』
四
七
九
条
）
と
い
う
計
九
条
項
に
記
さ
れ
て
い
る
。
大
臣
以
下
が
し
ば

し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
規
制
対
象
者
と
な
る
こ
と
自
体
は
る
か
に
少
な
い
こ
と
を
ま
ず
は
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
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の
内
訳
を
み
て
い
く
と
、
文
永
十
年
令
の
二
ヵ
所
は
と
も
に
「
法
親
王
并
執
柄
子
息
」
を
対
象
と
し
て
、
摂
関
家
出
身
の
出
家
者
を
法
親

王
と
同
列
に
置
く
。
嘉
元
二
年
令
は
親
王
と
執
柄
息
を
ほ
ぼ
並
列
に
し
、「
凡
人
」
と
対
比
す
る
。
残
る
六
例
中
五
例
は
、
執
柄
家
と
院
宮

と
を
対
等
に
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
例
外
と
な
る
の
が
寛
喜
三
年
令
一
一
条
の
「
褂
員
数
」
項
の
「
晴
供
奉
日
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
執
柄
家
大
臣
大
将
」
以
下
の
牛
飼
・
雑
色
な
ど
に
単
衣
を
認
め
る
と
す
る
が
、
そ
の
従
者
に
関
す
る
規
定
に
と
ど
ま
る
（
本

文
中
の
道
家
の
牛
童
に
つ
い
て
の
諮
問
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
）。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
新
制
に
お
け
る
摂

関
家
は
、
院
宮
と
同
レ
ベ
ル
の
身
分
と
し
て
遇
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
過
差
規
制
の
対
象
外
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

な
お
『
桃
花
蘂
葉
』（『
群
書
類
従
』
二
十
七
輯
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
）
の
「
裾
」
項
に
お
い
て
、
一
条
兼
良
は
「
長
は
代
々
の
制

符
不
同
也
。
但
近
代
摂
家
に
用
来
分
は
、
納
言
以
前
八
尺
、
大
臣
一
丈
、
関
白
時
一
丈
二
尺
計
也
。
大
概
か
く
の
ご
と
し
。
又
時
に
し
た

が
ふ
べ
し
」
と
す
る
。
兼
良
は
「
代
々
の
制
符
」
に
規
定
あ
り
と
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
新
制
中
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
三
条
西
実
隆
も
『
装
束
抄
』（『
群
書
類
従
』
八
輯
所
収
）
で
『
桃
花
蘂
葉
』
と
同
様
の
内
容
を
記
し
つ
つ
、
さ
ら
に
「
是
後
堀
河
院
ノ

制
符
ナ
リ
」
と
指
摘
す
る
。
後
堀
河
期
の
新
制
と
し
て
は
、
嘉
禄
元
年
令
（
一
二
二
五
年
）
と
寛
喜
三
年
令
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
後
者
の
一
一
条
で
は
「
大
臣
八
尺
」
以
下
を
定
め
る
が
、
摂
家
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
裾
制
を
定
め
て
い

た
は
ず
の
八
条
の
事
実
書
は
史
料
的
確
認
が
で
き
な
い
（
水
戸
部
氏
前
掲
注
⑴
書
参
照
）。
摂
関
家
も
ま
た
新
制
中
で
規
制
さ
れ
て
い
た

と
す
る
両
書
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

⛂

平
安
時
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
氏
前
掲
注
⑷
論
文
参
照
。

⛃

例
え
ば
（
33
）
項
参
照
。
ま
た
『
勘
』
弘
安
九
年
十
二
月
二
十
四
日
条
は
、
過
差
規
制
の
違
反
者
に
対
し
「
於
令
違
犯
者
、
可
有
其
科
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次
第
」
と
し
て
、「
月
卿
雲
客
」・「
地
下
諸
大
夫
以
下
」・「
凡
下
輩
」
と
身
分
別
に
三
分
類
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
罰
則
を
定
め
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。

⛄

こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
の
、
源
頼
朝
が
藤
原
俊
兼
の
小
袖
を
切
り
落
と
し
た
と
い
う
逸
話
と
類
似
し
た
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
。

⛅

臨
時
祭
に
つ
い
て
禁
令
の
発
布
は
不
詳
。『
勘
』
同
年
十
二
月
九
日
条
の
新
日
吉
小
五
月
会
中
に
は
「
毎
事
所
守
倹
約
也
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
一
連
の
動
き
の
中
で
捉
え
ら
れ
よ
う
。

⛆

前
掲
注
⑹
に
記
し
た
弘
安
八
年
令
の
執
行
体
制
や
或
い
は
処
罰
規
定
を
定
め
た
前
掲
注
（
50
）
な
ど
参
照
。

⛇

新
制
に
つ
い
て
い
え
ば
、
朝
廷
は
幕
府
に
送
付
し
て
お
り
、
幕
府
も
ま
た
追
加
法
な
ど
を
通
し
御
家
人
に
伝
達
し
て
い
た
（
稲
葉
氏
前

掲
注
⑴
論
文
な
ど
参
照
）。

⛈

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、『
実
』
正
応
五
年
四
月
二
十
三
日
条
に
記
さ
れ
た
、
時
の
「
東
重
人
」
平
頼
綱
の
子
息
で
五
位
尉
の
飯
沼
助

宗
の
逸
話
で
あ
る
。
助
宗
は
賀
茂
祭
で
検
非
違
使
と
し
て
供
奉
し
た
際
に
「
其
体
大
美
麗
、
凡
非
所
及
言
語
也
」
と
の
非
難
を
受
け
て
い

た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
彼
ら
親
子
の
驕
慢
さ
を
示
す
例
の
一
つ
と
し
て
、
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
文
中
の
私

見
を
認
め
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
助
宗
の
行
粧
は
幕
府
関
係
者
の
検
非
違
使
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
て
い
た
過
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
（
勿
論
実
躬
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
朝
廷
関
係
者
か
ら
は
当
然
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
）。
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七
〇

鎌倉期朝廷の過差禁制について

【
別
表
】
鎌
倉
時
代
の
過
差
禁
制
一
覧
表

発
布
年
月
日

新
制

禁
制
内
容

発
布
契
機
・
対
象

典
拠

備
考

(1
)
文
治
三
（
一
一
八
七
）・
十
一
・
四

行
幸

玉
葉

(2
)
建
暦
二
（
一
二
一
二
）・
十
二
・
四

衣
裳

玉
蘂

(3
)
建
保
一
（
一
二
一
三
）・

二
・
一

衣
裳

明
月
記

(4
)
同

五

・

五
・
二
十
五
以
前

資
財
雑
具
な
ど

院
最
勝
講

葉
、
公

(5
)
同

六

・

四
・
二
十
三
以
前

衣
裳

行
啓

野
槐
服
飾
抄

(6
)
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
)・
十
一
・
十
四
以
前

資
財
雑
具

五
節

明
月
記

(7
)
同

三

・

五
・
十
四
以
前

従
類
な
ど

院
最
勝
講

民

四
ヵ
条
判
明

(8
)
同
年

・
同
月
・
二
十
四
以
前

衣
裳

百
錬
抄

(9
)
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）・

三
・
二
十
八
以
前

衣
裳

行
幸
な
ど

玉
蘂

(10
)
延
応
二
（
一
二
四
〇
）・

三
・
十
二

＊

天
変

平
戸
記
、
中
法
資

二
ヵ
条
判
明
、
他
の
過
差
法
も

(11
)
寛
元
一
（
一
二
四
三
）・

十
・
二
十
四

衣
裳
・
資
財
・
雑
具
な
ど

五
節

百
錬
抄

六
ヵ
条

(12
)
同

三

・

二
・
十
～
四
・
二
十
一

＊

天
変
、
三
合

平
戸
記
、
葉

(13
)
同

四

・

九
・
十
七
以
前

五
節

民

(14
)
宝
治
二
（
一
二
四
八
）・

五
・
二

衣
裳
・
資
財
雑
具
・
従
類

院
最
勝
講

葉
、
公

(15
)
同
年

・

十
・
二

衣
裳

行
幸

宇
治
行
幸
記

(16
)
建
長
五
（
一
二
五
三
）・
十
二
・
三

従
類

行
幸

経
俊
卿
記

(17
)
文
応
一
（
一
二
六
〇
）・

四
・
二
十
四
以
前

衣
裳

賀
茂
祭

妙
槐
記

(18
)
同
年

・

十
・
二
十
五

五
節

民

(19
)
文
永
十
一
（
一
二
七
四
）・
十
・
二
十
二
以
前

舎
屋

大
嘗
会

勘

(20
)
建
治
二
（
一
二
七
六
）・

七
・
二
十
四
以
前

衣
裳
な
ど

勘

(21
)
弘
安
四
（
一
二
八
一
）・

六
・
十
三

衣
裳

祇
園
御
霊
会

勘

(22
)
同

六

・

二
・
一

衣
裳
・
従
類

春
日
祭

勘

(23
)
同

七

・

五
・
二
十
以
前

資
財
雑
具

内
裏
最
勝
講

勘

(24
)
同
年

・
十
一
・
十
六
以
前

衣
裳

五
節

勘
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(25
)
同

九

・

三
・
二
十
七
以
前

衣
裳

春
日
祭

勘

(26
)
永
仁
六
（
一
二
九
八
）・

八
・
二
十
五
～
十
・
二
十
五

衣
裳

大
嘗
会

公
、
続

(27
)
正
安
三
（
一
三
〇
一
）・

三

＊

天
変

実
、
園

過
差
法

(28
)
同
年

・
十
一
・
十
九
以
前

衣
裳

五
節

実

(29
)
乾
元
一
（
一
三
〇
二
）・

六
・
一

行
幸

実

(30
)
同

年

・
十
二
・
二
十
一
以
前

衣
裳

実

「
建
治
・
弘
安
沙
汰
」
を
法
源

(31
)
嘉
元
一
（
一
三
〇
三
）・

七
・
二
十
一
以
前

衣
裳
・
従
類
・
乗
物

実

(32
)
同

年

・

十
～
十
二
月

衣
裳

実

(33
)
同
二
年

・

三

＊

天
変

続
、
中
法
資

九
ヶ
条
判
明

(34
)
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）・

三
・
二
十
五

＊

園
、
中
法
資

四
一
ヵ
条
中
三
九
ヶ
条

(35
)
延
慶
二
（
一
三
〇
九
）・

十
・
二
十
一
以
前

従
類

大
嘗
会

後
伏
見
天
皇
御
記

(36
)
延
慶
年
間
（
一
三
〇
八
～
一
一
）・
四
・
十
六

＊

園
、
中
法
資

過
差
法

(37
)
正
和
四
（
一
三
一
五
）・

五
・
三
以
前

衣
裳
・
従
僧
な
ど

最
勝
講

公
、
福
一
〇
六

五
ヶ
条

(38
)
同
年

・
十
二
・
十
三
以
前

＊

天
変

園
、
中
法
資

六
ヶ
条
判
明

(39
)
同
五
年

・
十
二
・
七

＊

地
震
な
ど

園
、
続

(40
)
元
亨
二
（
一
三
二
二
）・

五
・
一

最
勝
講

福
八
十
七

(41
)
同
年

・
十
二
・
十
四
以
前

衣
裳
・
資
財
・
雑
具
か

花
園
天
皇
宸
記

(42
)
正
慶
一
（
一
三
三
二
）・

六

＊

衣
裳
・
従
類

天
変
・
地
震

園
、
続

三
ヶ
条
以
上
か
？

日
付
及
び
事
項
欄
に
つ
い
て

・
日
付
欄
に
つ
い
て
は
、
施
行
文
書
発
布
日
を
基
本
と
し
、
不
詳
の
場
合
は
記
録
類
な
ど
に
記
さ
れ
た
日
付
と
し
た
。

・
新
制
欄
の
＊
印
は
、
新
制
と
し
て
発
布
さ
れ
た
過
差
法
の
み
の
法
令
を
指
す
。

・
禁
制
内
容
の
欄
は
過
差
禁
制
の
み
記
し
、
新
制
＝
制
符
に
つ
い
て
は
省
い
た
。

・
発
布
契
機
・
対
象
の
欄
は
、
新
制
は
発
布
契
機
、
過
差
禁
制
に
つ
い
て
は
そ
の
法
が
対
象
と
し
た
行
事
な
ど
を
記
し
た
。

・
典
拠
欄
は
、
主
要
な
史
料
を
記
す
に
と
ど
め
た
。「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
略
称
を
用
い
た
。

『
葉
黄
記
』→
葉
、『
民
経
紀
』→
民
、『
公
衡
公
記
』→
公
、『
実
躬
卿
記
』→
実
、『
園
太
暦
』→
園
、『
続
史
愚
抄
』→
続
。

『
福
智
院
家
文
書
』→「
福
」（
文
書
番
号
を
付
す
）、
佐
藤
進
一
氏
他
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
→「
中
法
資
」。




